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韓国における養子法と家族観

1

一　

は
じ
め
に

　

㈠　

日
本
と
韓
国
の
養
子
制
度

　

㈡　

本
稿
（
入
養
特
例
法
研
究
）
の
意
義

二　

韓
国
に
お
け
る
伝
統
的
家
族
観
と
養
子
制
度

　

㈠　

父
系
血
統
主
義
と
「
姓
不
変
の
原
則
」

　

㈡　

養
子
制
度
の
変
遷

三　

入
養
特
例
法
の
沿
革

　

㈠　

沿　

革

　

㈡　

検
討
（
一
九
九
五
年
特
例
法
ま
で
）

四　

養
子
利
用
の
実
態
と
問
題
点

　

㈠　

実
態
及
び
問
題
点

　

㈡　

改
正
へ
の
指
摘

五　

二
〇
一
一
年
入
養
特
例
法

　

㈠　

改
正
理
由
及
び
主
要
改
正
内
容

　

㈡　

改
正
の
意
義

六　

考
察

―
改
正
後
の
入
養
と
家
族
観
、
日
本
法
へ
の
示
唆

　

㈠　

二
〇
一
一
年
特
例
法
施
行
後
の
入
養

　

㈡　

養
子
制
度
と
家
族
観

　

㈢　

日
本
の
養
子
法
へ
の
示
唆

―
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん

七　

お
わ
り
に

 

田

中

佑

季

韓
国
に
お
け
る
養
子
法
と
家
族
観

―
入
養
特
例
法
を
中
心
に

―



法学政治学論究　第99号（2013.12）

2

一　

は
じ
め
に

㈠　

日
本
と
韓
国
の
養
子
制
度

　

今
日
、
血
縁
に
基
づ
か
な
い
法
的
な
親
子
関
係
を
創
設
す
る
養
子
制
度
は
多
く
の
国
家
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
養
子
制
度
は

そ
の
国
の
古
く
か
ら
の
家
族
慣
習
や
歴
史
等
の
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
え
、
時
代
や
社
会
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
及
び
規
定
は
異

な
る
。
我
が
国
で
は
「
家
の
た
め
」
か
ら
「
親
の
た
め
」
そ
し
て
「
子
の
た
め
」
の
養
子
制
度
へ
と
変
遷
を
遂
げ
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

現
在
我
が
国
に
は
、
普
通
養
子
縁
組
と
昭
和
六
二
（
一
九
八
七
）
年
の
養
子
法
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
特
別
養
子
縁
組
が
あ
る
が
、
後

者
は
実
親
子
関
係
を
断
絶
さ
せ
て
養
親
と
法
律
上
の
親
子
関
係
を
創
設
す
る
も
の
で
、
要
保
護
児
童
に
家
庭
を
提
供
す
る
と
い
う
「
子
の

福
祉
の
た
め
の
制
度
」
で
あ（
1
）る。

同
制
度
の
導
入
に
よ
り
我
が
国
の
養
子
制
度
は
、
理
念
的
に
は
子
の
保
護
を
目
的
と
し
た
養
子
縁
組
へ

と
大
き
く
転
換
し（
2
）たと
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
態
と
し
て
は
成
年
養
子
が
最
も
多
く
、
未
成
年
養
子
の
場
合
は
親
の
再
婚
に
よ
る
連
れ

子
養
子
（
普
通
養
子
）
が
増
加
し
て
い
る
。
要
保
護
児
童
の
た
め
の
特
別
養
子
の
利
用
は
特
に
少
な
く
、
活
発
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
の

が
実
状
で
あ（
3
）る。

　

韓
国
も
ま
た
、
我
が
国
と
同
様
に
「
家
の
た
め
」
か
ら
「
親
の
た
め
」
そ
し
て
「
子
の
た
め
」
の
養
子
制
度
へ
発
展
し
た
と
言
わ
れ（
4
）る。

韓
国
の
現
行
養
子
制
度
は
、
民
法
上
の
養
子
制
度
で
あ
る
一
般
養
子
（
普
通
養
子
。
韓
国
民
法
（
以
下
「
民
法
」
と
す
る
。）
八
六
六
条
以
下
）

及
び
親
養
子
（
同
九
〇
八
条
の
二
以
下
）
と
「
入
養
特
例
法
（
입
양
특
례
법
）」（
一
九
七
六
年
一
二
月
三
一
日
制
定
、
二
〇
一
一
年
八
月
四
日
全
部

改（
5
）正）（「

入
養
」
は
韓
国
語
で
養
子
縁
組
を
示
す
。
以
下
「
入
養
」
の
語
を
用
い
る
。）
に
よ
る
養
子
の
三
類
型
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
の
う
ち
親

養
子
は
、
我
が
国
の
特
別
養
子
と
同
様
の
断
絶
型
・
許
可
型
の
制
度
で
、「
子
の
た
め
」
の
養
子
と
し
て
二
〇
〇
五
年
三
月
三
一
日
民
法
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改
正
時
に
導
入
さ
れ
た
（
同
制
度
は
二
〇
〇
八
年
一
月
一
日
施（
6
）行）。
民
法
上
の
養
子
制
度
は
二
〇
一
三
年
七
月
一
日
施
行
（
二
〇
一
二
年
二
月

一
〇
日
公
布
）
改
正
民
法
で
、
一
般
養
子
の
未
成
年
養
子
入
養
に
対
す
る
家
庭
法
院
許
可
制
の
導
入
や
親
養
子
と
な
る
者
の
年
齢
の
緩
和

（
一
五
歳
未
満
か
ら
未
成
年
者
（
一
九
歳
未
満
）
へ
）
等
の
大
幅
な
改
正
が
な
さ
れ（
7
）た。
ま
た
、
後
者
は
要
保
護
児（
8
）童の
入
養
を
促
進
し
、
養

子
と
な
る
者
の
権
益
と
福
祉
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
（
同
法
一
条
）
と
し
て
民
法
の
枠
外
に
規
定
さ
れ
た
特
例
法
で
あ
る
。
現
行
の
入

養
特
例
法
は
二
〇
一
一
年
八
月
四
日
に
全
部
改
正
さ
れ
、
翌
年
八
月
五
日
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
入
養
特
例
法
を

基
に
し
、
韓
国
の
養
子
制
度
に
関
し
て
考
察
を
加
え
る
。

㈡　

本
稿
（
入
養
特
例
法
研
究
）
の
意
義

　

現
行
法
上
、
親
養
子
制
度
と
特
例
法
は
そ
の
対
象
が
重
な
る
部
分
（
要
保
護
児
童
の
入
養
）
が
あ
る
が
、
二
〇
〇
五
年
民
法
改
正
時
の

親
養
子
導
入
以
前
は
、
要
保
護
児
童
の
入
養
は
専
ら
特
例
法
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
親
養
子
導
入
後
、
二
〇
一
〇
年

の
統
計
に
よ
れ
ば
親
養
子
件
数
は
一
二
五
一（
9
）件、

特
例
法
に
よ
る
入
養
件
数
は
二
四
七
五
）
10
（

件
で
あ
っ
た
。
特
例
法
の
対
象
が
一
八
歳
未
満

の
要
保
護
児
童
で
あ
る
一
方
、
二
〇
一
〇
年
当
時
の
親
養
子
の
対
象
は
一
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

実
態
と
し
て
は
親
養
子
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
再
婚
家
庭
で
利
用
さ
れ
て
お
）
11
（
り
、
要
保
護
児
童
に
つ
い
て
は
親
養
子
よ
り
特
例
法
に
よ
る
入

養
が
依
然
多
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
韓
国
に
お
い
て
は
養
子
法
が
目
指
す
「
子
の
保
護
」
を
目
的
と
す
る
要
保
護
児
童
対
象
の
養
子
制
度

は
当
初
民
法
に
は
設
け
ら
れ
ず
、
特
例
法
と
し
て
法
制
化
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
「
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
理
由
が
あ
っ
た
と

解
さ
れ
、
養
子
の
歴
史
や
文
化
、
韓
国
社
会
に
残
る
所
謂
「
伝
統
的
家
族
観
」
等
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
韓
国
養
子
法
を
家
族

観
と
の
関
わ
り
か
ら
分
析
す
る
に
は
、
入
養
特
例
法
の
考
察
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
特
例
法
に
は
民
法
に
定
め
の
な
い
国
際

養
子
や
入
養
を
直
接
手
掛
け
る
入
養
機
）
12
（

関
に
関
す
る
規
定
等
も
含
ま
れ
て
お
り
、
韓
国
養
子
法
の
検
討
に
お
い
て
特
例
法
研
究
は
不
可
欠

と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
特
例
法
上
の
養
子
利
用
を
見
る
に
、
特
例
法
で
は
韓
国
児
童
が
外
国
人
に
よ
っ
て
入
養
さ
れ
る
こ
と
を
「
国
外
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入
養
」（
韓
国
内
で
外
国
人
が
入
養
す
る
場
合
（
国
内
に
お
け
る
国
外
入
養
）
と
国
外
に
い
る
外
国
人
が
入
養
す
る
場
合
（
国
外
に
お
け
る
国
外
入

養
）
に
分
け
ら
れ
、
児
童
が
入
養
後
に
海
外
へ
行
く
か
否
か
が
基
準
と
な
）
13
（

る
。）、
韓
国
人
が
国
内
で
入
養
す
る
こ
と
を
「
国
内
入
養
」
と

い
う
が
（
以
下
「
国
内
入
養
」「
国
外
入
養
」
の
語
を
用
い
る
。）、
近
年
ま
で
国
外
入
養
が
国
内
入
養
よ
り
も
多
く
、
そ
れ
は
「
孤
児
輸
出

国
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
深
刻
な
状
態
で
あ
っ
）
14
（
た
。
国
外
入
養
が
国
内
入
養
件
数
を
長
年
上
回
っ
て
い
た
背
景
に
も
ま
た
、
韓
国
の
「
伝
統

的
家
族
観
」
が
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
特
例
法
が
対
象
と
す
る
の
は
要
保
護
児
童
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
我
が
国
の
特

別
養
子
制
度
に
類
似
し
て
い
る
。
児
童
福
祉
制
度
と
の
関
連
や
養
子
法
改
正
が
検
討
さ
れ
て
い
る
我
が
国
の
状
）
15
（
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
韓
国

の
入
養
特
例
法
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
そ
の
ひ
と
つ
の
示
唆
に
も
な
り
得
よ
う
。

　

以
下
、
ま
ず
韓
国
養
子
制
度
と
関
連
す
る
韓
国
の
家
族
観
に
つ
い
て
養
子
制
度
の
変
遷
と
共
に
検
討
し
た
後
、
特
例
法
の
変
遷
を
概
観

す
る
。
そ
の
後
、
入
養
に
関
す
る
問
題
を
検
討
し
、
二
〇
一
一
年
全
部
改
正
法
の
内
容
や
意
義
の
考
察
及
び
こ
の
改
正
が
韓
国
社
会
に
与

え
る
影
響
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
用
語
表
記
は
原
則
韓
国
語
の
表
記
に
従
い
、
必
要
な
箇
所
に
は
補
足
を

付
す
。

二　

韓
国
に
お
け
る
伝
統
的
家
族
観
と
養
子
制
度

㈠　

父
系
血
統
主
義
と
「
姓
不
変
の
原
則
」

　

韓
国
の
伝
統
的
家
族
は
同
一
の
「
姓
」
と
「
本
（
本
貫
）」
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
「
父
系
血
統
主
義
」
に
立
脚
す
）
16
（
る
。
姓
と
は
原
則
と

し
て
父
系
血
統
を
示
し
、
こ
れ
に
よ
り
各
個
人
が
所
属
す
る
血
統
を
分
別
で
き
る
。
本
は
、
自
己
が
属
す
る
各
派
の
祖
先
の
発
祥
地
を
確

認
で
き
る
も
の
と
し
て
血
統
を
示
す
姓
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
姓
と
共
に
示
す
こ
と
で
同
族
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。「
同
姓
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同
本
」
で
あ
れ
ば
例
）
17
（
外
を
除
き
、
大
半
は
同
一
の
父
系
血
統
（
血
族
）
と
解
さ
）
18
（
れ
、
父
系
血
統
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
家
族
が
表
出
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
自
身
が
所
属
す
る
血
統
を
示
す
こ
と
か
ら
、
所
属
の
変
更
は
血
統
の
変
更
を
意
味
す
る
た
め
、
生
ま
れ
た
時
か

ら
決
め
ら
れ
た
姓
は
一
生
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
「
姓
不
変
の
原
則
」
が
生
み
出
さ
れ
）
19
（
た
。
民
法
に
は
父
系
血
統
主
義
に
基

づ
く
姓
不
変
の
原
則
に
関
す
る
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
韓
国
家
族
法
の
大
原
則
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
原
則
は
今

日
ま
で
続
く
夫
婦
別
姓
制
や
二
〇
〇
五
年
民
法
改
正
で
廃
止
さ
れ
た
同
姓
同
本
禁
婚
制
）
20
（

度
、
そ
し
て
子
は
原
則
と
し
て
父
の
姓
と
本
を
承

継
す
る
と
い
う
制
）
21
（
度
等
を
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
父
系
血
統
主
義
及
び
姓
不
変
の
原
則
は
韓
国
家
族
制
度
の
根
本
を
成
す
前
提
で
あ

る
と
言
え
、
韓
国
に
お
け
る
家
族
観
に
も
影
響
を
与
え
た
と
言
え
よ
う
。

㈡　

養
子
制
度
の
変
遷

1　

民
法
制
定
ま
で
の
変
遷

　

元
来
、
韓
国
で
は
男
子
と
女
子
の
差
別
は
存
在
せ
ず
、
男
子
が
代
を
継
ぐ
と
い
う
観
念
及
び
慣
習
は
存
在
し
な
か
っ
）
22
（

た
。
仏
教
の
影
響

を
受
け
た
高
麗
時
代
に
は
儒
教
的
な
同
宗
（
同
姓
同
本
の
）
養
子
と
異
姓
養
子
が
認
め
ら
れ
て
い
た
）
23
（

が
、
こ
の
時
代
の
養
子
制
度
は
不
遇

な
状
態
に
あ
る
児
童
の
た
め
の
も
の
で
家
系
継
承
を
目
的
と
し
て
お
ら
ず
、
養
親
と
姓
が
異
な
る
異
姓
養
子
を
と
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と

で
あ
り
、
養
子
は
養
親
の
姓
を
称
し
て
養
親
の
死
後
に
は
祭
祀
を
行
っ
て
い
）
24
（

た
。

　

高
麗
を
滅
ぼ
し
た
朝
鮮
王
朝
は
、
仏
教
を
排
し
、
中
国
の
儒
教
と
宗
法
制
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
父
系
血
統
の
男
子

（
長
男
）
に
家
系
継
承
を
さ
せ
、
祭
祀
を
主
宰
さ
せ
る
と
い
う
原
則
を
採
用
し
）
25
（

た
。
し
か
し
、
異
姓
養
子
を
当
然
と
し
て
い
た
高
麗
時
代

か
ら
の
社
会
的
慣
習
は
、
儒
教
の
導
入
に
よ
っ
て
容
易
に
変
化
せ
ず
、
儒
教
と
宗
法
の
思
想
が
朝
鮮
の
社
会
全
般
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
は

朝
鮮
中
期
以
降
で
あ
り
、
後
期
に
な
っ
て
前
項
で
言
及
し
た
父
系
血
統
主
義
及
び
姓
不
変
の
原
則
が
確
立
）
26
（

し
、
養
子
の
姓
も
変
更
す
る
こ

と
は
な
く
な
っ
た
。
後
期
に
は
嫡
長
子
に
よ
る
祭
祀
承
継
の
慣
習
が
確
立
さ
れ
、
男
子
が
い
な
い
場
合
に
は
養
子
を
と
る
こ
と
で
代
を
継
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が
せ
る
慣
習
が
定
着
し
た
）
27
（
が
、
中
国
思
想
の
影
響
に
よ
り
家
系
継
承
の
た
め
に
は
同
姓
同
本
の
養
子
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
異
姓

養
子
禁
止
の
原
）
28
（

則
）。
し
か
し
、
朝
鮮
後
期
に
お
い
て
も
一
般
庶
民
の
間
で
は
異
姓
養
子
が
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
慣
行
は
朝

廷
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
て
い
）
29
（
た
。

　

日
本
植
民
地
時
代
に
入
る
と
、
朝
鮮
民
事
令
（
一
九
一
二
年
制
定
）
一
一
条
に
よ
り
、
当
初
は
親
族
及
び
相
続
に
関
し
て
日
本
民
法
は

適
用
せ
ず
に
朝
鮮
の
慣
習
に
よ
る
と
さ
れ
た
。
養
子
に
つ
い
て
は
、
一
般
庶
民
の
間
で
は
異
姓
養
子
の
慣
習
が
残
っ
て
い
た
も
の
の
、
同

姓
同
本
の
男
子
の
み
を
養
子
と
す
る
「
異
姓
不
養
」
が
朝
鮮
の
慣
習
と
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
異
姓
不
養
は
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
）
30
（
た
。
し

か
し
、
そ
の
後
一
九
三
九
年
一
一
月
同
令
の
改
正
に
よ
り
「
朝
鮮
人
ノ
養
子
縁
組
ニ
在
リ
テ
養
子
ハ
養
親
ト
姓
ヲ
同
シ
ク
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

セ
ス
但
シ
死
後
養
子
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス
（
筆
者
注
：
以
下
略
）」（
一
一
条
ノ
）
31
（
二
）
と
定
め
ら
れ
、「
異
姓
養
子
」
が
許
容

さ
れ
る
に
至
っ
た
（
同
条
で
婿
養
子
も
許
容
）。
こ
の
よ
う
な
民
事
令
改
正
は
、
植
民
地
同
化
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
）
32
（

る
。

　

植
民
地
か
ら
の
解
放
（
一
九
四
五
年
）
後
、
法
典
編
纂
が
急
務
と
な
り
、
民
法
典
の
編
纂
に
も
着
手
さ
れ
た
。
一
九
五
八
年
に
制
定
さ

れ
た
民
法
（
一
九
六
〇
年
一
月
一
日
施
行
）
は
、
父
系
血
統
主
義
に
基
づ
く
諸
規
範
原
理
と
家
父
長
的
家
族
制
度
を
採
用
し
た
点
を
特
徴

と
）
33
（
し
、
養
子
に
つ
い
て
は
八
七
七
条
二
項
で
「
養
子
で
養
父
と
同
姓
同
本
で
は
な
い
者
は
、
養
家
の
戸
主
相
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
定
め
、
同
姓
同
本
で
あ
る
養
子
の
み
が
戸
主
相
続
で
き
る
旨
規
定
さ
れ
た
（
異
姓
不
養
規
定
を
採
用
）。
戸
主
相
続
を
し
な
い
場
合

は
異
姓
養
子
を
と
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
場
合
養
父
の
姓
と
本
を
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
姓
不
変
の

原
則
が
家
族
法
の
原
則
と
し
て
法
律
上
位
置
付
け
ら
れ
）
34
（

た
と
言
え
る
。
異
姓
不
養
規
定
は
一
九
九
〇
年
民
法
改
正
の
際
に
削
除
さ
れ
た
が
、

当
時
異
姓
養
子
は
姓
と
本
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

2　

親
養
子
制
度
の
導
入
と
民
法
（
養
子
法
）
の
改
正

　

韓
国
社
会
で
は
従
来
か
ら
入
養
の
意
思
が
あ
っ
て
も
入
養
の
申
告
を
せ
ず
、
親
生
子
（
実
子
、
以
下
同
）
と
し
て
虚
偽
の
出
生
申
告

（
出
生
届
、
以
下
同
）
を
行
う
場
合
（「
秘
密
入
養
」
と
い
う
。）
が
多
く
存
在
し
た
。
こ
れ
は
、
父
系
血
統
主
義
及
び
姓
不
変
の
原
則
（
二
〇
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〇
五
年
改
正
前
の
民
法
で
は
親
養
子
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
一
般
養
子
の
場
合
養
親
の
姓
と
本
に
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
後
述
の
特
例
法
で

は
姓
と
本
の
変
更
は
可
能
で
あ
っ
た
が
、
対
象
は
要
保
護
児
童
で
あ
っ
た
。）
が
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
入
養
を
希
望
す

る
者
が
民
法
や
特
例
法
に
よ
る
入
養
の
代
わ
り
に
虚
偽
の
出
生
申
告
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
か
え
っ
て
当
然
の
結
果
で
あ
っ
た
と
も

さ
れ
）
35
（
る
。
秘
密
入
養
の
効
力
に
つ
い
て
、
韓
国
の
大
法
院
（
日
本
の
最
高
裁
判
所
に
あ
た
る
。）
は
当
初
無
効
行
為
の
転
換
理
論
に
よ
り
入
養

の
効
力
を
認
定
し
て
い
た
が
（
大
法
院
一
九
四
七
年
一
一
月
二
五
日
宣
告
四
二
八
〇
民
上
一
二
六
判
決
）、
そ
の
後
入
養
の
要
式
性
を
理
由
に
否

定
に
転
じ
た
（
大
法
院
一
九
六
七
年
七
月
一
八
日
宣
告
六
七
다
一
〇
〇
四
判
決
）。
し
か
し
、
一
九
七
七
年
大
法
院
全
員
合
議
体
は
、
効
力
を

否
定
し
た
一
九
六
七
年
判
決
を
破
棄
し
、
当
事
者
の
間
に
養
親
子
関
係
を
創
設
し
よ
う
と
い
う
明
白
な
意
思
が
あ
り
、
入
養
の
成
立
要
件

が
備
わ
っ
て
い
る
場
合
に
は
入
養
の
効
力
を
認
定
す
る
と
し
た
（
大
法
院
一
九
七
七
年
七
月
二
六
日
宣
告
七
七
다
四
九
二
全
員
合
議
体
判
決
）。

こ
れ
は
現
在
も
判
例
法
理
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
、
血
統
に
は
よ
ら
な
い
が
事
実
上
維
持
さ
れ
た
家
族
関
係
は
法
の
保

護
を
受
け
る
価
値
が
あ
る
と
の
考
え
の
下
、
問
題
を
若
干
緩
和
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
養
子
法
は
結
果
的
に
形
骸
化
さ
れ
て
し
ま
っ
）
36
（
た
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
を
ひ
と
つ
の
背
景
と
し
、
二
〇
〇
五
年
民
法
改
正
に
よ
り
親
養
子
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
詳
細
は
割
愛
す

る
が
、
親
養
子
は
実
親
子
関
係
を
断
絶
し
、
養
子
を
養
親
夫
婦
の
婚
姻
中
に
出
生
し
た
子
と
見
做
す
制
度
で
あ
る
。
親
養
子
の
姓
と
本
に

関
す
る
明
文
規
定
は
な
い
が
、
民
法
七
八
一
）
37
（

条
に
基
づ
き
養
親
の
そ
れ
に
従
う
こ
と
と
な
り
、
家
族
登
録
簿
に
も
養
親
の
親
生
子
と
し
て

記
載
さ
れ
）
38
（
る
。
ま
た
、
こ
の
改
正
で
は
一
般
養
子
に
関
し
て
も
、
子
の
福
利
の
た
め
に
子
の
姓
と
本
の
変
更
が
必
要
な
場
合
に
は
家
庭
法

院
の
許
可
に
よ
り
変
更
で
き
る
旨
改
め
ら
れ
た
（
同
条
六
項
）。
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
姓
不
変
の
原
則
は
法
律
上
緩
和
さ
れ
た
と
言
え

よ
う
。
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三　

入
養
特
例
法
の
沿
革

㈠　

沿　

革

　

以
下
、
入
養
特
例
法
の
変
遷
に
つ
い
て
各
特
例
法
の
制
定
及
び
内
容
と
共
に
整
理
し
て
い
く
。

1　

特
例
法
制
定
以
）
39
（

前

　

政
府
は
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て
戦
争
孤
児
や
米
兵
と
韓
国
人
女
性
と
の
間
に
誕
生
し
た
子
が
多
数
生
じ
た
こ
と
を
受
け
て
戦
争
孤
児
ら

及
び
未
亡
人
等
の
施
設
保
護
の
必
要
性
か
ら
、
一
九
五
〇
年
「
厚
生
施
設
設
置
基
準
」
を
制
定
し
、
戦
後
急
増
す
る
施
設
の
疲
弊
防
止
や

統
制
、
監
督
の
た
め
に
社
会
部
長
官
の
訓
令
と
し
て
一
九
五
二
年
「
厚
生
施
設
運
営
要
領
（
후
생
시
설 

운
영 

요
령
）」
を
発
表
し
た
。
そ

の
内
容
は
、
厚
生
施
設
に
収
容
さ
れ
た
児
童
を
一
定
の
手
続
に
よ
り
望
む
者
に
委
託
し
て
入
養
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
こ
れ
に
対
す

る
指
導
及
び
監
督
権
を
市
・
邑
・
面
長
に
一
任
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
委
託
形
式
の
入
養
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
入

養
に
関
す
る
規
定
は
不
十
分
で
あ
っ
た
も
の
の
、
要
保
護
児
童
の
入
養
と
し
て
は
最
初
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
国
外

入
養
に
関
す
る
法
的
根
拠
は
全
く
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
四
年
に
政
府
が
児
童
養
護
会
（
現
大
韓
社
会
福
祉
会
）
を
設
立
し
て
国
外
入
養

を
公
式
に
行
う
こ
と
と
）
40
（

し
、
翌
年
に
は
李
承
晩
大
統
領
が
大
統
領
令
と
し
て
制
定
し
た
「
孤
児
養
子
特
別
措
置
法
（
고
아
양
자 

특
별
조
치

법
）」
で
保
育
施
設
の
同
意
な
く
と
も
政
府
が
施
設
児
童
の
海
外
入
養
を
許
容
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
同
年
、
民
間
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も

現
在
も
国
内
及
び
国
外
入
養
を
手
掛
け
る
入
養
機
関
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
ホ
ル
ト
児
童
福
祉
会
」
の
創
立
者
で
あ
る
ハ
リ
ー
・
ホ
ル
ト

（H
arry H

olt

）
が
八
名
の
韓
国
孤
児
を
海
外
へ
送
る
な
ど
、
海
外
入
養
が
本
格
化
す
る
こ
と
と
な
っ
）
41
（
た
。

2　

孤
児
入
養
特
例
法
（
一
九
六
一
）
42
（

年
）
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入
養
に
関
す
る
特
例
法
は
、
一
九
六
一
年
九
月
三
〇
日
に
制
定
・
施
行
さ
れ
た
「
孤
児
入
養
特
例
法
（
고
아
입
양
특
례
법
）」（
法
律
第
七

三
一
号
）
に
始
ま
る
。
当
時
の
国
会
会
議
）
43
（

録
に
よ
れ
ば
、「（
筆
者
注
：
一
九
五
八
年
制
定
の
）
新
民
法
第
八
七
五
条
に
よ
れ
ば
戸
主
の
直
系

卑
属
長
男
子
は
、
本
家
の
系
統
を
継
承
す
る
場
合
以
外
は
養
子
と
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
外
国
人
が
我
が
国
の
国
民
を
養
子
と
し
よ

う
と
す
る
場
合
の
養
親
と
な
る
資
格
要
件
等
、
内
国
人
の
保
護
の
た
め
の
措
置
、
入
養
の
手
続
等
に
関
し
て
小
さ
く
な
い
混
乱
や
不
便
、

欠
陥
が
あ
る
」
こ
と
、「
六
・
二
五
動
乱
（
筆
者
注
：
朝
鮮
戦
争
）
を
契
機
に
特
に
急
増
し
た
孤
児
や
混
血
児
（
筆
者
注
：
原
文
マ
マ
）
等
を

外
国
人
が
養
子
と
し
て
本
国
に
連
れ
て
行
き
扶
養
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
増
加
し
て
い
る
」
こ
と
を
提
案
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
同

法
は
外
国
人
が
韓
国
国
民
の
孤
児
を
養
子
と
す
る
場
合
に
簡
易
な
措
置
を
と
る
こ
と
で
孤
児
の
福
利
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
さ
れ
た

（
一
条
一
項
）。
当
時
の
民
法
で
は
「
家
の
た
め
」（
家
の
継
承
）
の
養
子
制
度
と
し
て
養
子
と
な
る
者
の
資
格
要
件
が
非
常
に
制
限
さ
れ
て

お
り
、
と
り
わ
け
外
国
人
が
韓
国
児
童
を
養
子
と
す
る
可
能
性
を
排
除
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
法
的
根
拠
と
し
て
本
法
を
制
定
し
た
と
い

う
）
44
（
が
、
朝
鮮
戦
争
に
よ
り
生
じ
た
数
多
く
の
孤
児
ら
を
可
能
な
限
り
迅
速
に
外
国
へ
入
養
さ
せ
る
と
い
う
当
時
の
政
府
の
目
的
を
実
現
さ

せ
る
手
段
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
）
45
（

る
。
ま
た
、
養
子
制
度
は
国
内
に
お
け
る
複
雑
な
法
的
問
題
を
多
く
含
む
も
の
で
あ
る
が
、

文
化
や
風
俗
が
異
な
る
国
際
的
な
養
子
問
題
に
お
い
て
は
簡
単
に
は
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
要
素
が
多
く
介
在
し
て
い
る
と
し
て
、

簡
易
な
措
置
を
と
る
こ
と
で
孤
児
の
福
利
が
低
下
し
、
非
人
道
的
な
結
果
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
批
）
46
（

判
も
存
在
し
た
。

　

本
法
は
全
八
条
（
養
子
及
び
養
親
と
な
る
資
格
（
二
条
・
三
条
）、
法
院
に
よ
る
認
可
（
四
条
）
な
ど
）
か
ら
構
成
さ
れ
た
が
、
要
保
護
児

童
の
福
利
実
現
に
は
不
十
分
な
法
律
で
あ
っ
）
47
（

た
。
本
法
制
定
以
降
、
一
九
六
九
年
に
は
一
一
九
〇
名
で
あ
っ
た
国
外
入
養
児
童
数
は
、
一

九
七
四
年
に
五
三
〇
二
名
に
増
加
し
、
さ
ら
に
一
九
七
六
年
に
は
六
五
九
七
名
も
の
児
童
が
国
外
入
養
さ
れ
）
48
（

た
。

3　

入
養
特
例
法
（
一
九
七
六
年
特
例
）
49
（
法
）

　

⑴　

制
定
の
目
的

　

国
外
入
養
の
急
増
等
が
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
る
中
、
一
九
七
六
年
一
二
月
三
一
日
に
「
入
養
特
例
法
（
입
양
특
례
법
）」
が
制
定
さ
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れ
（
法
律
第
二
九
七
七
号
、
一
九
七
七
年
一
月
三
一
日
施
行
）、
こ
れ
に
よ
り
前
述
の
孤
児
入
養
特
例
法
は
廃
止
に
至
っ
た
。
本
法
の
制
定
趣
旨

は
「
民
法
上
で
は
親
族
で
は
な
い
者
の
入
養
は
実
質
的
に
多
く
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
海
外
入
養
も
現
行
の
孤
児
入
養
特
例
法
で
は

入
養
手
続
上
問
題
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
を
補
完
し
、
施
設
に
収
容
・
保
護
さ
れ
て
い
る
不
遇
な
児
童
を
国
内
で
入
養
さ
せ
て
家
庭

で
養
育
で
き
る
よ
う
に
推
進
す
る
こ
と
で
児
童
を
健
全
に
育
成
し
、
さ
ら
に
養
親
家
の
権
益
を
保
護
す
）
50
（
る
」
こ
と
で
あ
り
、
国
内
入
養
活

性
化
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。

　

⑵　

内
容
及
び
評
価

　

本
法
は
全
一
八
条
で
構
成
さ
れ
、
保
護
施
設
で
保
護
を
受
け
て
い
る
者
の
入
養
を
促
進
し
、
養
子
と
な
る
者
の
安
全
と
福
利
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
一
条
）。
養
子
と
な
る
者
は
、
児
童
福
祉
施
設
等
の
保
護
施
設
で
保
護
を
受
け
て
い
る
一
八
歳
未
満
の
者
で
、

保
護
者
を
確
認
で
き
な
い
者
又
は
そ
の
父
母
等
が
入
養
に
関
し
て
保
護
施
設
に
保
護
依
頼
を
し
た
者
等
で
あ
り
（
二
条
）、
養
親
と
な
る

資
格
と
し
て
は
、
養
子
を
扶
養
し
、
社
会
の
一
員
と
し
て
教
育
す
る
の
に
必
要
な
充
分
な
素
養
と
財
産
を
有
す
る
な
ど
の
規
定
が
設
け
ら

れ
た
（
三
条
）。
国
外
入
養
に
関
し
て
は
、
国
外
に
お
け
る
国
外
入
養
の
場
合
は
入
養
斡
旋
機
関
が
入
養
手
続
を
行
い
（
九
条
）、
国
内
に

お
け
る
国
外
入
養
の
場
合
は
家
庭
法
院
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
（
八
条
）。
入
養
斡
旋
機
関
に
つ
い
て
は
、
保
護
施
設
を
運
営
す

る
法
人
と
し
て
保
健
福
祉
部
長
官
の
許
可
を
受
け
る
よ
う
に
し
（
一
〇
条
）、
機
関
の
長
に
よ
る
養
親
の
家
庭
調
査
（
一
一
条
）
や
後
見
職

務
（
一
二
条
）
等
の
条
項
を
設
け
た
。
ま
た
、
本
法
で
は
養
親
が
望
む
場
合
に
は
養
子
と
な
る
者
は
養
親
の
姓
と
本
に
従
う
こ
と
を
民
法

の
特
例
と
し
て
規
定
し
た
（
七
条
一
項
）。
こ
の
条
項
は
、
当
時
の
民
法
上
の
養
子
（
異
姓
養
子
）
は
養
親
の
姓
と
本
に
従
う
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
民
法
の
欠
陥
を
補
完
す
る
も
）
51
（

の
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
、
特
例
法
は
当
時
の
民
法
上
の
「
家
の
た
め
」
の

養
子
制
度
に
比
べ
、
子
の
利
益
と
い
う
面
で
は
進
歩
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
）
52
（
る
。
一
方
、
適
用
法
律
（
民
法
及
び
特
例
法
）
に
よ
っ
て
異
姓

養
子
が
養
親
の
姓
と
本
に
変
更
で
き
る
場
合
と
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
立
法
論
的
に
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
と
の
指
摘
も

あ
っ
）
53
（
た
。
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本
法
で
は
児
童
の
保
護
と
い
う
点
で
の
進
歩
は
見
ら
れ
た
が
、
入
養
さ
れ
た
場
合
民
法
上
の
一
般
養
子
と
同
じ
地
位
を
得
る
た
め
、
親

生
父
母
（
実
親
、
以
下
同
）
の
姓
名
が
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
な
ど
、
入
養
事
実
が
戸
籍
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
こ
れ
を

避
け
よ
う
と
虚
偽
の
出
生
申
告
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
こ
）
54
（
と
や
本
法
が
入
養
成
立
自
体
の
み
に
焦
点
を
置
き
、
養
親
へ
の
事
前
教
育
や
入
養

後
の
管
理
等
に
関
す
る
規
定
は
な
か
っ
た
こ
と
が
入
養
成
立
後
の
適
応
を
困
難
に
し
た
原
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
こ
）
55
（
と
等
、
不
備
が
指
摘

さ
れ
た
。
国
外
入
養
児
童
数
は
制
定
翌
年
か
ら
徐
々
に
減
少
し
て
い
き
（
一
九
七
七
年
六
一
五
九
名
）、
一
九
八
〇
年
に
四
一
四
四
名
ま
で

減
少
し
た
が
、
再
び
増
加
傾
向
に
転
じ
（
一
九
八
六
年
八
六
八
〇
）
56
（
名
）、
本
法
の
制
定
に
よ
る
大
幅
な
減
少
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

4　

入
養
の
促
進
及
び
手
続
に
関
す
る
特
例
法
（
一
九
九
五
年
特
例
）
57
（

法
）

　

⑴　

制
定
の
目
的

　

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
児
童
福
祉
に
対
す
る
国
家
の
責
任
が
強
調
さ
れ
始
め
、
入
養
政
策
も
ま
た
国
家
支
援
を
強
化
す
る
方
向
へ
と

進
ん
）
58
（
だ
。
国
内
入
養
の
活
性
化
及
び
入
養
児
童
の
権
益
保
護
の
た
め
、
一
九
七
六
年
特
例
法
は
一
九
九
五
年
一
月
五
日
に
全
部
改
正
さ
れ
、

そ
の
名
称
も
「
入
養
の
促
進
及
び
手
続
に
関
す
る
特
例
法
（
입
양
촉
진 

및 

절
차
에 

관
한 

특
례
법
）」
に
変
更
さ
れ
た
（
法
律
第
四
九
一
三

号
、
翌
年
一
月
六
日
施
行
）。
全
部
改
正
に
至
っ
た
理
由
は
「
国
内
入
養
を
活
性
化
す
る
た
め
、
従
前
の
手
続
中
心
で
あ
っ
た
入
養
制
度
に

つ
い
て
要
保
護
児
童
の
権
益
保
護
の
た
め
の
実
質
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
発
展
さ
せ
、
入
養
児
童
等
に
対
す
る
福
祉
施
策
を
講
じ
）
59
（
る
」
た

め
で
あ
っ
た
。

　

⑵　

内
容
及
び
評
価

　

本
法
は
全
二
八
条
か
ら
成
り
、
要
保
護
児
童
の
入
養
を
促
進
し
、
養
子
と
な
る
者
の
保
護
と
福
祉
増
進
を
図
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
た

（
一
条
）。
三
条
で
は
、
す
べ
て
の
児
童
に
生
ま
れ
た
家
庭
で
健
全
に
育
つ
権
利
が
あ
り
（
一
項
）、
生
ま
れ
た
家
庭
で
の
健
全
な
育
成
を

国
及
び
地
方
自
治
体
は
支
援
し
、
困
難
な
場
合
は
児
童
に
他
の
家
庭
を
提
供
す
る
た
め
の
措
置
と
支
援
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

明
記
し
た
（
二
項
）。
そ
し
て
、
要
保
護
児
童
の
入
養
活
性
化
及
び
入
養
後
の
円
滑
な
適
応
の
た
め
の
入
養
政
策
の
樹
立
や
入
養
の
実
態
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調
査
等
の
実
施
（
同
条
四
項
）
が
規
定
さ
れ
、
国
及
び
地
方
自
治
体
は
入
養
へ
の
積
極
的
な
関
与
が
求
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
要
保
護
児

童
の
発
生
を
事
前
に
予
防
す
る
責
任
（
二
一
条
）
及
び
入
養
家
庭
に
対
す
る
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
義
務
（
二
二
条
）、
入
養
さ
れ
た

障
害
を
持
つ
児
童
の
養
育
に
必
要
な
場
合
の
養
育
補
助
金
等
の
支
給
（
二
三
条
）
も
規
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
入
養
機
関
（
一
九
七
六
年
特
例

法
で
は
「
入
養
斡
旋
機
関
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。）
の
役
割
・
義
務
が
明
記
さ
れ
、
入
養
機
関
に
よ
る
養
親
と
な
る
者
へ
の
入
養
前
の
事
前
教

育
の
実
施
（
一
二
条
四
項
）
及
び
入
養
後
の
事
後
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
（
同
条
五
・
六
項
）
等
が
定
め
ら
れ
た
。
本
法
に
よ
り
、
政
府
の
入
養

事
業
基
本
方
針
は
児
童
の
権
益
保
護
及
び
入
養
家
庭
へ
の
支
援
等
を
強
化
す
る
方
向
へ
と
転
換
し
た
と
評
価
さ
れ
）
60
（
る
。

　

し
か
し
、
本
法
に
も
国
内
入
養
へ
の
法
院
の
関
与
は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
特
別
な
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
民
法
の

定
め
に
よ
る
と
し
た
二
六
条
規
定
に
よ
り
、
当
事
者
の
合
意
と
申
告
に
よ
っ
て
入
養
が
成
立
す
る
民
法
の
一
般
養
子
規
定
が
準
用
さ
れ
た

た
め
、
依
然
と
し
て
戸
籍
に
入
養
の
事
実
が
明
記
さ
れ
）
61
（

た
（
但
し
、
本
法
で
も
養
親
が
望
む
場
合
養
子
の
姓
と
本
は
養
親
の
そ
れ
に
変
更
可
能
で

あ
っ
た
（
八
条
一
項
）。）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
法
院
の
手
続
を
経
て
入
養
が
成
立
す
る
よ
う
特
例
法
の
規
定
を
補
完
す
る
必
要
性
を
訴
え
、

法
院
と
入
養
機
関
と
の
協
力
体
制
構
築
を
主
張
す
る
意
見
も
見
ら
れ
）
62
（

た
。

　

こ
の
一
九
九
五
年
特
例
法
は
、
二
〇
一
一
年
八
月
四
日
に
当
初
の
名
称
と
同
じ
「
入
養
特
例
法
」
と
し
て
全
部
改
正
さ
れ
る
に
至
っ
た

（
法
律
第
一
一
〇
〇
七
号
、
翌
年
八
月
五
日
施
行
）。
こ
の
二
〇
一
一
年
特
例
法
（
現
行
法
）
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

㈡　

検
討
（
一
九
九
五
年
特
例
法
ま
で
）

1　

国
外
入
養
推
進
の
理
由
及
び
特
例
法
制
定
の
意
味

　

以
上
、
特
例
法
の
変
遷
及
び
特
徴
を
整
理
し
た
（
各
法
の
特
徴
は
表
一
参
照
）。
最
初
の
特
例
法
で
あ
る
孤
児
入
養
特
例
法
で
の
国
外
入

養
推
進
の
核
心
的
理
由
に
関
す
る
明
確
な
言
及
は
官
報
等
の
資
料
か
ら
見
出
せ
な
か
っ
た
が
、
血
統
を
重
ん
じ
る
韓
国
の
家
族
観
か
ら
、

外
国
人
と
韓
国
人
と
の
間
に
誕
生
し
た
子
を
多
く
含
む
孤
児
の
国
内
入
養
先
が
非
常
に
少
な
く
、
国
内
入
養
は
困
難
で
あ
っ
た
と
推
測
さ



韓国における養子法と家族観

13

［表一］　1961 年・1976 年・1995 年特例法の特徴

1961 年
孤児入養特例法

1976 年
入養特例法

1995 年
入養の促進及び手続に関する
特例法

目的 入養簡易化による戦
争孤児の福利増進
（１条）

保護施設で保護を受
ける者の入養促進・
福利増進（１条）

要保護児童の入養促進・保
護・福利増進（１条）

養子とな
る者

扶養義務者が不明又
は義務者の同意を得
た 18 歳未満の孤児
（２条）

各号の要件を満たす
保護施設にいる 18
歳未満の者（２条）

各号の要件いずれかに該当す
る 18 未満の要保護児童（４
条）

養親とな
る者

本国法による養親資
格や扶養に必要な財
産があるなどの要件
を満たす外国人（３
条）

本国法による養親資
格や扶養に必要な財
産があるなどの要件
を満たす者（３条）

扶養に必要な財産があるなど
の要件を満たす者（５条）

成立方式
（同意・
法院の介
入）

家庭法院による認可
（４条）

・父母の同意、養子
となる者が 15 歳以
上の児童であれば児
童の同意（４条）
・国内入養：なし
国外入養：国内の場
合は家庭法院の認可
（８条）、国外の場合
は保健社会部長官に
よる海外移住許可
（９条）

・父母の同意、養子となる者
が 15 歳以上の児童であれば児
童の同意（６条）
・国内入養：なし
国外入養：国内は家庭法院の
認可（16 条）、国外は保健福
祉部長官の海外移住許可（17
条）

効力
（養親子
関係等）

孤児の除籍（５条） ・養親が望めば養子
は養親の姓と本貫に
変更可能（７条）
・入養の事実は戸籍
に明記（民法上の一
般養子と同じ効力）

・養親が望めば養子は養親の
姓と本貫に変更可能（８条）
・入養の事実は戸籍に明記
（民法上の一般養子と同じ効力）

そ 

の 

他

国家の責任（３条）
入養機関の義務（12 条）
入養機関に関する規定
（10 条以下）

（注）全ての特例法は、各法に特別に規定した事項を除き当時の民法の定めによる。
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れ
る
。
さ
ら
に
戦
争
に
よ
る
貧
困
や
家
庭
崩
壊
等
の
緊
急
措
置
と
し
て
国
外
入
養
が
開
始
さ
れ
た
と
も
言
わ
）
63
（
れ
、
人
道
主
義
的
立
場
か
ら

は
国
内
入
養
が
望
ま
し
い
も
の
の
、
政
府
は
国
内
の
家
族
観
及
び
戦
争
等
の
要
因
か
ら
国
外
入
養
を
推
進
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
特
例
法
政
策
は
国
内
で
入
養
先
が
見
つ
か
ら
な
い
「
子
の
た
め
」
と
い
う
要
素
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
要
因
を
考
慮
す
れ
ば
「
国
の
た

め
」
に
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
結
果
、
国
外
入
養
は
急
増
し
、
国
際
社
会
か
ら
「
孤
児
・
児
童
輸
出
国
」
と
の
非
難
を
受
け
る
よ

う
に
な
る
が
、
こ
れ
を
契
機
に
樹
立
し
た
国
内
入
養
活
性
化
政
策
の
一
環
と
し
）
64
（

て
一
九
七
六
年
特
例
法
が
制
定
さ
れ
、
孤
児
入
養
特
例
法

は
廃
止
に
至
る
。
特
例
法
を
民
法
と
は
別
に
設
け
た
の
は
、
父
系
血
統
主
義
等
に
よ
る
伝
統
的
家
族
観
を
前
提
と
し
た
民
法
上
の
養
子
制

度
と
共
に
、
国
外
入
養
を
含
む
要
保
護
児
童
の
養
子
制
度
を
実
現
す
る
た
め
、
特
例
法
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
が
理
由
で
あ
ろ
う
。

2　
「
子
の
た
め
」
の
特
例
法
へ
の
発
展

　

⑴　
「
姓
不
変
の
原
則
」
の
緩
和

　

一
九
七
六
年
特
例
法
で
は
「
児
童
輸
出
国
」
か
ら
の
脱
却
を
図
る
た
め
、
対
象
を
要
保
護
児
童
と
し
た
国
内
入
養
活
性
化
を
目
指
し
た
。

養
子
の
姓
と
本
に
つ
い
て
は
、
養
親
が
望
め
ば
養
親
の
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
さ
れ
、
血
統
主
義
に
伴
う
姓
不
変
の
原
則
は

緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
伝
統
的
に
血
統
を
重
視
し
て
き
た
韓
国
の
家
族
観
を
鑑
み
れ
ば
、
非
常
に
進
歩
的
な
条
項
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。
し
か
し
、
姓
と
本
が
変
更
可
能
な
の
は
「
養
親
が
望
む
」
場
合
の
み
で
あ
り
、
完
全
に
子
の
た
め
の
規
定
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
戸
籍
へ
の
入
養
事
実
明
記
の
問
題
や
当
事
者
の
立
場
か
ら
の
入
養
支
援
問
題
（
入
養
機
関
等
に
よ
る
支
援
等
）
は
一
九
七
六

年
特
例
法
で
も
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
等
は
課
題
で
あ
っ
た
。
一
九
九
五
年
特
例
法
に
お
い
て
も
「
養
親
が
望
む
場
合
」
に
お
け
る
養

子
の
姓
・
本
変
更
可
能
規
定
等
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
が
、
児
童
に
対
す
る
国
家
の
責
任
や
入
養
機
関
の
義
務
が
明
文
化
さ
れ
た
こ
と

は
、
従
前
の
特
例
法
に
比
べ
、
児
童
の
権
益
保
護
を
強
化
す
る
法
整
備
が
行
わ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。

　

一
九
七
六
年
特
例
法
以
降
、
姓
不
変
の
原
則
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
は
非
常
に
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
法
律
に
よ
っ
て
も
な
お
国

内
入
養
は
活
性
化
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
依
然
と
し
て
血
統
主
義
の
思
想
は
人
々
の
意
識
に
深
く
根
付
い
て
い
た
と
考
え
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る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑵　

国
に
よ
る
介
入

　

特
例
法
は
増
加
の
一
途
を
辿
っ
た
国
外
入
養
に
代
わ
る
国
内
入
養
の
活
性
化
を
目
的
と
し
、
法
整
備
や
支
援
体
制
の
構
築
を
進
め
て
き

た
と
言
え
る
。
と
り
わ
け
一
九
七
六
年
特
例
法
で
は
、
国
内
入
養
は
当
事
者
の
合
意
と
申
告
の
み
で
成
立
し
た
一
方
、
国
外
入
養
に
関
し

て
は
国
の
一
定
程
度
の
介
入
を
定
め
、
入
養
斡
旋
機
関
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
国
内
入
養
に
関
す
る

国
（
法
院
）
の
介
入
規
定
が
置
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
国
内
入
養
促
進
の
た
め
の
手
続
の
簡
素
化
と
い
う
点
で
は
利
点
も
あ
っ
た
か
と

思
う
が
、
児
童
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
は
疑
問
が
残
る
。
入
養
の
成
立
自
体
に
焦
点
を
置
き
、
そ
の
後
の
支
援
体
制
に
関
す
る
規
定
が
な

か
っ
た
点
も
児
童
保
護
の
観
点
か
ら
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
続
く
一
九
九
五
年
特
例
法
に
お
い
て
も
国
内
入
養
は
特
に
法
院
を
通
さ
な
い

ま
ま
成
立
し
た
こ
と
は
依
然
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
児
童
に
対
す
る
国
家
の
責
任
を
明
記
す
る
な
ど
児
童
の
保
護
を
重
視
し
た
「
子

の
た
め
」
の
養
子
制
度
へ
の
発
展
を
目
指
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

四　

養
子
利
用
の
実
態
と
問
題
点

　

二
〇
一
一
年
特
例
法
を
検
討
す
る
前
に
、
入
養
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
こ
れ
ま
で
に
も
若
干
言
及
し
て
き
た
問
題
は

特
例
法
上
の
入
養
に
限
ら
ず
、
韓
国
の
養
子
制
度
全
体
に
関
連
す
る
重
要
な
課
題
で
も
あ
る
。
事
実
、
二
〇
〇
五
年
の
民
法
改
正
時
に
導

入
さ
れ
た
親
養
子
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
で
指
摘
さ
れ
た
問
題
点
と
も
重
な
る
部
分
が
あ
）
65
（

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
民
法
及
び
一
九
九
五

年
特
例
法
ま
で
の
改
正
に
よ
っ
て
問
題
を
完
全
に
克
服
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
以
下
、
ふ
た
つ
の
問
題
点
を
挙
げ
て
関
連
す
る
問

題
と
共
に
検
討
す
る
。
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㈠　

実
態
及
び
問
題
点

1　

要
保
護
児
童
の
増
加
と
保
護
形
態

　

入
養
特
例
法
が
対
象
と
す
る
要
保
護
児
童
の
過
去
五
年
間
の
統
計
（
表
二
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
八
年
に
は
九
二
八
四
名
も
の
要

保
護
児
童
が
生
じ
て
い
た
が
、
二
〇
一
一
年
に
七
四
八
三
名
、
二
〇
一
二
年
に
は
六
九
二
六
名
と
な
り
、
年
々
減
少
す
る
傾
向
を
見
せ
て

い
）
66
（

る
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
毎
年
七
千
名
か
ら
八
千
名
も
の
要
保
護
児
童
が
生
じ
て
い
る
。
要
保
護
児
童
と
な
る
要
因
と
し
て
は
、
過

去
五
年
間
で
未
婚
の
母
の
子
が
要
保
護
児
童
と
な
る
場
合
が
最
も
多
く
、
次
い
で
両
親
の
離
婚
に
よ
る
場
合
が
多
い
。
未
婚
の
母
の
子
の

割
合
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
要
保
護
児
童
全
体
数
の
う
ち
四
六
・
一
％
（
要
保
護
児
童
数
九
〇
八
五
名
、
未
婚
の
母
の
子
四
一
九
〇
名
）
と
半

数
近
く
を
占
め
、
二
〇
一
〇
年
は
三
二
・
六
％
（
同
八
五
九
〇
名
、
二
八
〇
四
名
）、
二
〇
一
二
年
は
二
八
・
七
％
（
同
六
九
二
六
名
、
一
九
八

九
名
）
に
減
少
し
た
が
、
要
保
護
児
童
全
体
数
の
う
ち
未
婚
の
母
の
子
が
占
め
る
割
合
は
未
だ
高
い
。
要
保
護
児
童
と
な
る
そ
の
他
の
要

因
と
し
て
は
虐
待
や
両
親
の
死
亡
、
貧
困
、
失
職
等
多
岐
に
わ
た
る
が
、
近
年
虐
待
に
よ
り
要
保
護
児
童
と
な
る
場
合
が
徐
々
に
増
加
し

て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
）
67
（
る
。

　

こ
の
よ
う
な
要
保
護
児
童
の
保
護
に
は
、
施
設
に
よ
る
保
護
（
施
設
保
護
）
と
家
庭
に
お
け
る
保
護
（
家
庭
保
護
）
が
あ
る
。
前
者
は

児
童
福
祉
施
設
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
、
後
者
は
家
庭
委
託
（
日
本
の
里
親
制
度
と
類
似
）
や
入
養
等
の
家
庭
に
お
け
る
保
護
を
示
す
。
家
庭

委
託
と
は
、
要
保
護
児
童
の
保
護
の
た
め
に
性
犯
罪
、
家
庭
暴
力
、
児
童
虐
待
及
び
精
神
疾
患
等
の
前
歴
が
な
い
保
健
福
祉
部
令
の
定
め

る
基
）
68
（

準
に
適
合
し
た
家
庭
に
児
童
を
一
定
期
間
委
託
す
る
こ
と
を
い
う
（
児
童
福
祉
法
三
条
六
号
）。
実
親
が
養
育
で
き
な
い
場
合
又
は
養

育
に
適
さ
な
い
場
合
に
、
要
保
護
児
童
に
健
全
な
成
長
の
た
め
の
代
替
的
な
家
庭
環
境
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
子
の
利
益
を
原
則
と
す

る
現
代
の
親
子
法
理
念
に
合
致
し
、
入
養
制
度
に
対
す
る
補
充
的
役
割
又
は
ひ
と
つ
の
代
案
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
制
度
で
あ
）
69
（

る
。
家

庭
委
託
は
、
可
能
な
限
り
早
い
時
期
に
児
童
を
父
母
の
も
と
に
返
し
、
元
の
家
庭
へ
の
復
帰
が
困
難
な
場
合
は
入
養
を
通
じ
て
安
定
し
た
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新
し
い
家
庭
を
探
す
こ
と
に
目
的
が
あ
）
70
（
り
、
入
養
と
の
関
連
性
が
非
常
に
高
い
も
の
で
あ
る
。
家
庭
保
護
と
施
設
保
護
の
推
移
は
、
二
〇

〇
〇
年
代
初
め
家
庭
保
護
が
施
設
保
護
を
上
回
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
二
〇
〇
五
年
に
施
設
保
護
が
増
加
し
た
が
、
二
〇
〇
六
年
に

再
び
家
庭
保
護
が
増
加
し
、
二
〇
〇
七
年
に
は
家
庭
保
護
が
施
設
保
護
の
一
・
七
倍
に
上
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
七
年
の
国
際
金
融
危

機
に
よ
っ
て
要
保
護
児
童
が
増
え
、
二
〇
〇
八
年
に
は
再
び
施
設
保
護
が
増
加
し
）
71
（
た
。
要
保
護
児
童
の
保
護
に
あ
た
っ
て
は
、
国
連
「
児

童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」
の
定
め
通
り
、
児
童
の
最
善
の
利
益
が
主
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
三
条
一
項
）、
児
童
は
可

能
な
限
り
そ
の
父
母
に
よ
っ
て
養
育
さ
れ
る
権
利
を
有
し
（
七
条
一
項
）、
自
身
の
家
庭
で
育
つ
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
家
庭
委
託

や
入
養
等
を
行
い
、「
必
要
な
場
合
」
に
は
施
設
保
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
二
〇
条
）
と
さ
れ
、
家
庭
保
護
が
施
設
保
護
に
優
先
し

て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
72
（
い
。
こ
の
点
か
ら
も
家
庭
保
護
が
よ
り
望
ま
し
い
と
言
え
る
が
、
現
在
韓
国
で
は
家
庭
保
護
よ
り
も
施
設
保

護
が
多
く
、
保
護
形
態
の
観
点
か
ら
も
家
庭
委
託
及
び
入
養
制
度
は
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
と
考
察
で
き
る
。

2　

特
例
法
に
よ
る
入
養
の
実
態

　

過
去
一
〇
年
間
の
統
計
（
表
三
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
特
例
法
に
よ
る
国
内
入
養
及
び
国
外
入
養
児
童
数
の
合
計
は
、
二
〇
〇
三
年
に
三

八
五
一
名
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
二
〇
〇
七
年
に
は
二
六
五
二
名
に
減
少
し
た
。
二
〇
一
二
年
は
、
二
〇
〇
三
年
の
約
半
分
の
一
八
八
〇

名
に
ま
で
減
少
し
た
が
、
こ
れ
は
国
外
入
養
児
童
数
が
急
減
し
た
こ
と
が
大
き
い
。
二
〇
〇
三
年
に
は
二
二
八
七
名
で
あ
っ
た
国
外
入
養

児
童
数
は
、
二
〇
一
一
年
以
降
千
名
を
下
回
り
、
二
〇
一
二
年
は
七
五
五
名
で
あ
っ
た
。
国
内
入
養
も
近
年
減
少
傾
向
に
あ
り
、
入
養
の

全
体
児
童
数
は
前
年
を
下
回
る
年
が
続
い
て
い
る
。

　

国
内
入
養
の
活
性
化
が
望
ま
し
い
一
方
、
現
実
は
国
外
入
養
が
多
く
行
わ
れ
て
い
た
。
国
内
入
養
と
国
外
入
養
児
童
数
を
比
較
す
る
と
、

二
〇
〇
六
年
ま
で
は
国
内
よ
り
国
外
入
養
が
多
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
七
年
に
初
め
て
両
者
の
児
童
数
が
逆
転
し
た
。
こ
れ
は
政
府
主
導
に

よ
る
国
内
入
養
推
進
策
が
影
響
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
政
府
は
国
内
入
養
推
進
策
と
し
て
、
児
童
の
入
養
依
頼
後
五
ヶ
月
間
は
養
親
を
国

内
で
優
先
的
に
探
す
こ
と
や
二
〇
〇
六
年
に
公
務
員
を
対
象
と
し
た
一
四
日
の
入
養
休
暇
制
（
二
〇
一
〇
年
に
二
〇
日
に
延
長
）
を
導
入
し
、
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そ
の
翌
年
に
は
入
養
に
必
要
な
費
用
や
入
養
児

童
の
養
育
手
当
支
援
を
実
施
す
る
な
ど
、
入
養

の
た
め
の
体
制
作
り
を
強
化
し
て
き
）
73
（
た
。
ま
た
、

一
九
九
五
年
特
例
法
の
二
〇
〇
五
年
三
月
三
一

日
一
部
改
正
で
毎
年
五
月
一
一
日
を
「
入
養
の

日
」
と
定
め
、
そ
の
日
か
ら
一
週
間
を
「
入
養

週
間
」
と
し
た
。
入
養
の
日
に
は
各
地
で
記
念

式
典
が
行
わ
れ
て
い
）
74
（
る
。
国
外
入
養
が
激
減
し
、

国
内
入
養
を
下
回
る
状
態
が
二
〇
〇
七
年
以
降

続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
例
法
改
正
も
含
む

国
内
入
養
推
進
政
策
は
一
定
の
成
果
を
挙
げ
て

い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
入
養
合
計
児
童
数

の
減
少
は
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
国
外
入

養
が
極
力
避
け
ら
れ
る
こ
と
は
国
内
入
養
活
性

化
の
目
的
に
合
致
し
、
国
外
入
養
の
減
少
は
好

ま
し
い
一
面
も
あ
る
が
、
国
内
入
養
ま
で
も
減

少
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
要
保
護
児
童
の
利
益
と

い
う
面
か
ら
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、

障
害
を
持
つ
児
童
の
入
養
に
関
し
て
二
〇
一
二

［表二］　要保護児童数と発生要因 単位：名

年 計
要保護児童発生要因

棄児 未婚母
の子

迷子 非行・
家出等

虐待 貧困・
失職等

親の死
亡

親の病
気

親の離
婚等

2008 9,284 202 2,349 151 706 891 1,036 732 274 2,943

2009 9,028 222 3,070 35 707 1,051 710 763 230 2,240

2010 8,590 191 2,804 210 772 1,037 586 772 203 2,015

2011 7,483 218 2,515 81 741 1,125 418 536 154 1,695

2012 6,926 235 1,989 50 708 1,122 448 533 166 1,675

（出典）保健福祉部「2012년 요보호아동 발생 및 조치현황（연도별）」
（保健福祉部 http://www.mw.go.kr/front_new/index.jsp より。最終閲覧日 2013 年 7 月 27 日）

［表三］　国内外入養の児童数及び比率 単位：名（％）

年度 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

国内 1,564 1,641 1,461
（41.0）

1,332
（41.2）

1,388
（52.3）

1,306
（51.1）

1,314
（53.9）

1,462
（59.1）

1,548
（62.8）

1,125
（59.8）

国外 2,287 2,258 2,101
（59.0）

1,899
（58.8）

1,264
（47.7）

1,250
（48.9）

1,125
（46.1）

1,013
（40.9）

916
（37.2）

755
（40.2）

計 3,851 3,899 3,562 3,231 2,652 2,556 2,439 2,475 2,464 1,880

（注）入養特例法による入養児童数を示す。
（出典） 保健福祉部内部資料（韓国・統計庁 http://kostat.go.kr/portal/korea/index.action より。最

終閲覧日 2013 年 7 月 27 日）
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年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
国
内
入
養
に
つ
い
て
は
合
計
児
童
数
一
一
二
五
名
の
う
ち
五
二
名
の
み
で
あ
っ
た
一
方
、
国
外
入
養
に
つ
い
て
は

合
計
児
童
数
七
五
五
名
の
う
ち
一
四
八
名
を
占
め
）
75
（

た
。
政
府
に
よ
る
支
援
政
策
が
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
障
害
を
持
つ
児
童
の
多
く
は

海
外
に
養
子
と
し
て
送
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
も
ま
た
、
国
や
社
会
の
責
任
回
避
等
の
問
題
を
多
く
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
）
76
（
る
。

　

長
年
に
わ
た
っ
て
国
外
入
養
が
国
内
入
養
児
童
数
を
上
回
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
国
外
入
養
が
減
少
し
た
現
在
に
お
い
て
も
国
内
入

養
が
十
分
に
活
性
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
ひ
と
つ
の
要
因
と
し
て
は
、
血
統
主
義
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
血
縁
の
つ
な
が
り
を
伝
統

的
に
重
視
す
る
家
族
観
が
入
養
、
と
り
わ
け
国
内
入
養
の
活
性
化
を
阻
害
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
）
77
（

る
。
一
九
七
六
年
特
例
法
に
よ
っ
て
姓

不
変
の
原
則
に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
外
入
養
は
増
え
続
け
、
国
内
入
養
の
活
性
化
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
も
血
統
主
義
が
及
ぼ
す
影
響
を
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
家
族
観
は
、
前
述
し
た
秘
密
入
養
の
慣
行
を
生
み
出
し
た
と
も

言
え
る
。

㈡　

改
正
へ
の
指
摘

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
を
背
景
に
、
特
例
法
の
全
部
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
際
重
視
す
べ
き
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
事

項
に
関
し
て
若
干
言
及
を
し
て
お
）
78
（
く
。

　

ま
ず
、
前
提
と
し
て
、
法
改
正
の
目
的
は
国
内
入
養
の
活
性
化
と
そ
れ
に
伴
う
児
童
の
権
益
保
護
の
強
化
で
あ
り
、
こ
の
目
的
の
下
、

第
一
に
権
益
保
護
の
た
め
の
法
的
・
制
度
的
な
規
定
が
必
要
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
以
降
国
内
入
養
が
国
外
入
養
児
童
数
を
上
回
っ
て

い
る
が
、
一
九
九
五
年
特
例
法
で
は
入
養
前
後
に
お
け
る
児
童
の
権
益
保
護
の
た
め
の
規
定
が
不
十
分
な
点
も
あ
り
、
特
に
当
時
の
民
法

規
定
が
準
用
さ
れ
て
国
内
入
養
が
当
事
者
の
合
意
と
申
告
の
み
で
成
立
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
国
内
外
か
ら
批
判
を
受
け
て
い
）
79
（

た
。
養
親

と
し
て
の
適
格
性
等
慎
重
な
判
断
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
法
院
が
入
養
の
成
立
に
介
入
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
最
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も
多
く
要
保
護
児
童
と
な
る
の
は
未
婚
の
母
の
子
で
あ
る
こ
と
は
前
項
で
指
摘
し
た
が
、
そ
の
子
及
び
母
に
対
す
る
支
援
強
化
も
課
題
と

な
る
。

　

第
二
に
、
入
養
後
の
支
援
体
制
の
強
化
で
あ
る
。
入
養
後
の
児
童
と
家
族
と
の
相
互
適
応
等
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
形
式
的
で
は
な
く

体
系
化
さ
れ
た
事
後
管
理
の
体
制
が
必
要
と
な
る
。
一
九
九
五
年
特
例
法
一
二
条
（
入
養
機
関
の
義
務
）
で
は
、
入
養
前
の
養
親
に
対
す

る
事
前
教
育
及
び
入
養
後
の
事
後
管
理
に
関
す
る
規
定
は
あ
っ
た
が
、
秘
密
入
養
が
慣
行
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
事
後
管
理
サ
ー

ビ
ス
は
活
性
化
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
っ
）
80
（
た
。
入
養
機
関
に
よ
る
持
続
的
な
支
援
体
制
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
国

と
入
養
機
関
と
の
連
携
の
強
化
も
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
国
内
入
養
及
び
入
養
自
体
の
活
性
化
政
策
で
あ
る
。
入
養
家
庭
等
へ
の
財
政
支
援
等
も
必
要
だ
が
、
血
縁
主
義
が
根
強
く
、

入
養
に
対
す
る
社
会
的
意
識
の
不
足
に
よ
り
国
内
入
養
が
少
な
い
状
況
を
打
開
す
べ
く
、
入
養
に
対
す
る
国
民
の
認
識
改
善
が
持
続
的
に

行
わ
れ
る
必
要
も
あ
っ
た
。

五　

二
〇
一
一
年
入
養
特
例
法

㈠　

改
正
理
由
及
び
主
要
改
正
内
容

　

官
）
81
（
報
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
一
年
改
正
理
由
に
つ
い
て
「
入
養
手
続
が
児
童
の
福
利
を
中
心
に
行
わ
れ
る
よ
う
国
家
の
管
理
・
監
督
を
強

化
し
、
出
身
家
庭
と
出
身
国
内
で
養
育
さ
れ
る
こ
と
が
最
善
の
児
童
保
護
で
あ
る
こ
と
を
基
本
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
た
国
家
に
よ
る
入
養
政

策
を
樹
立
す
る
必
要
が
あ
る
」
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
上
で
「
本
法
の
名
称
を
『
入
養
特
例
法
』
と
変
更
し
て
全
て
の
国
内
外
の
入

養
に
つ
い
て
法
院
の
許
可
を
受
け
る
よ
う
に
し
、
親
生
父
母
へ
の
養
育
に
関
す
る
十
分
な
相
談
及
び
養
育
情
報
の
提
供
等
、
父
母
の
直
接
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養
育
を
支
援
し
、
児
童
の
出
生
日
か
ら
一
週
間
経

過
後
に
入
養
の
同
意
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
一

方
、
養
子
と
な
っ
た
者
に
自
身
に
関
す
る
入
養
情

報
へ
接
近
す
る
権
利
を
与
え
て
国
内
入
養
の
優
先

的
推
進
の
義
務
化
等
を
規
定
し
て
児
童
の
権
益
と

福
祉
を
増
進
す
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　

二
〇
一
一
年
特
例
法
は
、
一
九
九
五
年
特
例
法

に
比
べ
て
大
き
く
変
化
し
）
82
（
た
。
ま
ず
、
国
内
入
養

の
優
先
を
明
記
し
、
そ
れ
が
難
し
い
場
合
に
限
り

国
外
入
養
が
推
進
可
能
な
旨
規
定
さ
れ
（
七
条
）、

国
に
よ
る
国
外
入
養
減
少
の
た
め
の
努
力
規
定
も

新
設
さ
れ
た
（
八
条
）。
そ
の
上
で
、
児
童
の
権

益
保
護
を
よ
り
強
化
す
る
た
め
の
大
幅
な
改
正
が

な
さ
れ
た
。
主
な
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る

（
表
四
参
照
）。

　

第
一
に
、
法
院
の
許
可
を
以
て
入
養
が
成
立
す

る
入
養
許
可
制
が
新
設
さ
れ
た
（
一
一
条
）。
国

内
入
養
及
び
国
外
入
養
の
区
別
な
く
、
必
ず
家
庭

法
院
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
に
一
元
化
さ
れ
た
。

［表四］　2011年特例法の特徴

目的 要保護児童の権益と福利増進（１条）

養子とな
る者

保護者から離脱された者で、特別市長等が扶養義務者を確認できず、保障
施設に保護を依頼された者（１号）等の各号（１―４号）いずれかの要件
に該当する 18 歳未満の要保護児童（９条）

養親とな
る者

扶養に必要な財産（１号）、宗教の自由を認め社会構成員としての養育及び
教育（２号）、児童虐待・家庭暴力等の犯罪歴がない（３号）等の各号全て
の要件を満たす者（10 条①）

成立

同　

意

父　

母

親生父母の同意（12 条①）
父母が同意できない場合（親権喪失・所在不明）は後見人の同意
（同②）
児童出生日より 1週間経過後に同意可能（13 条①）

子 13 歳以上である場合は子の同意も必要（12 条④）

方式 家庭法院の許可：11 条①（国内入養）、18 条・19 条①（国外入養）

効力
（養親子
関係等）

民法上の親養子と同等の地位（14 条）
（入養前の親族関係消滅。養子は養親の姓と本に従う。入養事実は親養子入
養関係証明書のみに記載。）

その他

国内入養優先の推進（７条）・国外入養の減少努力（８条）
裁判上の罷養のみ可（17 条）
入養機関に関する規定（20 条以下）
中央入養院の設立（26 条）
入養情報公開制度（36 条）
本法に特別に規定された事項を除き民法の定めによる（42 条）
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第
二
に
、
養
親
と
な
る
者
の
資
格
を
強
化
し
、
児
童
虐
待
、
家
庭
暴
力
、
麻
薬
等
の
犯
罪
や
ア
ル
コ
ー
ル
等
の
薬
物
中
毒
の
経
歴
が
な
い

こ
と
が
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
入
養
成
立
ま
で
に
入
養
機
関
等
か
ら
保
健
福
祉
部
令
の
定
め
る
所
定
の
教
育
を
受
け
る
よ
う
に
し
た
（
一
〇

条
）。
第
三
に
、
従
前
の
特
例
法
で
は
罷
養
（
離
縁
、
以
下
同
）
に
関
す
る
定
め
は
な
か
っ
た
た
め
民
法
規
定
（
協
議
上
及
び
裁
判
上
罷
養
が

可
能
）
が
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
本
法
で
は
裁
判
上
の
罷
養
の
み
可
能
と
な
っ
た
（
一
七
条
）。
第
四
に
、
親
生
父
母
の
入
養
同
意
に
関
し
、

親
権
喪
失
や
所
在
不
明
等
の
事
由
で
父
母
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
同
意
免
除
手
続
規
定
が
新
設
さ
れ
（
一
二
条
一
項
）、

親
生
父
母
の
同
意
は
児
童
の
生
後
一
週
間
経
過
後
に
な
さ
れ
る
旨
改
正
さ
れ
た
（
一
三
条
一
項
）。
ま
た
、
児
童
本
人
の
同
意
が
必
要
な
年

齢
を
一
五
歳
か
ら
「
一
三
歳
」
以
上
に
引
き
下
げ
た
（
同
四
項
）。
そ
し
て
第
五
に
、
特
例
法
に
よ
っ
て
入
養
さ
れ
た
者
は
民
法
上
の
親

養
子
と
同
じ
地
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
さ
れ
（
一
四
条
）、
児
童
の
入
養
後
の
地
位
が
改
善
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
入
養
の
活
性

化
及
び
入
養
の
円
滑
な
事
後
管
理
等
の
支
援
強
化
の
た
め
、
中
央
入
養
）
83
（

院
を
設
置
・
運
営
し
（
二
六
条
一
項
）、
入
養
児
童
に
関
す
る
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
構
築
等
の
事
業
を
遂
行
す
る
こ
と
と
し
た
（
同
四
項
）。
養
子
と
な
っ
た
者
は
、
中
央
入
養
院
又
は
入
養
機
関
が
保
有
す
る

入
養
情
報
の
公
開
を
要
請
で
き
る
入
養
情
報
公
開
制
度
が
導
入
さ
れ
た
（
三
六
条
）。

㈡　

改
正
の
意
義

　

本
法
へ
の
改
正
に
よ
り
前
述
し
た
問
題
に
関
す
る
対
策
も
一
定
程
度
講
じ
ら
れ
、
従
前
に
比
べ
児
童
の
権
益
保
護
が
強
化
さ
れ
た
と
評

価
で
き
る
。
特
に
国
内
・
国
外
入
養
の
種
類
を
問
わ
ず
全
て
法
院
の
許
可
を
必
要
と
し
た
こ
と
、
児
童
の
生
後
一
週
間
経
過
後
で
な
け
れ

ば
親
生
父
母
は
入
養
の
同
意
が
で
き
な
い
と
し
た
こ
と
、
罷
養
に
関
し
て
特
例
法
上
は
裁
判
上
の
罷
養
の
み
可
能
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て

特
例
法
上
の
入
養
児
童
に
民
法
上
の
親
養
子
と
同
等
の
地
位
を
認
め
た
こ
と
等
は
、「
子
の
た
め
」
を
重
視
す
る
非
常
に
大
き
な
変
化
で

あ
っ
た
。
国
家
（
法
院
）
が
入
養
に
介
入
す
る
こ
と
で
、
適
切
で
は
な
い
入
養
の
防
止
等
も
効
果
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
児
童
の
福
利

の
た
め
に
一
層
発
展
し
た
規
定
と
な
っ
た
。
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と
り
わ
け
特
例
法
上
の
養
子
に
民
法
上
の
親
養
子
と
同
様
の
地
位
を
認
め
る
こ
と
は
、
改
正
前
か
ら
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
）
84
（
た
。

従
前
の
規
定
で
は
民
法
上
の
一
般
養
子
の
地
位
を
得
る
た
め
、
入
養
前
の
親
族
関
係
は
消
滅
せ
ず
、
本
来
の
特
例
法
の
基
本
的
趣
旨
（
要

保
護
児
童
が
養
親
の
家
庭
で
親
生
子
と
同
様
に
教
育
を
受
け
て
成
長
す
る
こ
と
）
に
合
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
実
際
に
特
例
法
に
よ
り
児
童
を

入
養
す
る
者
の
大
部
分
は
一
般
養
子
を
望
ま
ず
、
入
養
機
関
を
通
じ
て
児
童
を
入
養
し
た
父
母
の
九
七
％
以
上
が
入
養
申
告
に
代
わ
っ
て

虚
偽
の
出
生
申
告
を
し
た
と
も
言
わ
れ
て
お
）
85
（

り
、
親
養
子
と
同
等
の
地
位
を
得
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
と
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
特
例
法
に
よ
る
入
養
児
童
に
も
親
養
子
と
同
等
の
地
位
が
認
め
ら
れ
、
入
養
前
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
、
従
前
の
特
例
法
ま
で
は

「
養
親
が
望
む
場
合
」
に
養
子
の
姓
・
本
の
変
更
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
本
法
で
は
親
養
子
と
同
様
に
養
子
は
養
親
の
姓
と
本
に
従
う
こ

と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
入
養
の
事
実
は
家
族
関
係
証
明
書
や
入
養
関
係
証
明
書
に
は
記
載
さ
れ
ず
親
養
子
入
養
関
係
証
明
書
に
の
み
記
録

さ
）
86
（

れ
、
同
証
明
書
に
つ
い
て
は
入
養
家
庭
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
等
の
関
係
で
発
給
は
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

入
養
機
関
に
つ
い
て
は
、
入
養
前
に
養
親
と
な
る
者
に
対
す
る
所
定
の
教
育
を
行
う
役
割
を
担
い
（
一
〇
条
三
項
）、
入
養
後
一
年
間
に

わ
た
っ
て
養
親
子
関
係
の
円
滑
な
形
成
の
た
め
に
事
後
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
（
二
五
条
）
な
ど
、
一
九
九
五
年
特

例
法
に
引
き
続
い
て
役
割
・
義
務
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
事
後
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
国
外
入
養
さ
れ
た
者
に
対
す
る
母
国
訪

問
事
業
等
の
支
援
も
義
務
付
け
ら
れ
（
同
三
項
）、
母
国
訪
問
時
に
は
様
々
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
な
ど
入
養
後
の
支
援
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
本
法
で
は
中
央
入
養
院
の
設
置
に
よ
り
、
国
と
入
養
機
関
の
連
携
も
強
化
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

本
法
の
改
正
は
「
養
子
の
福
利
」
を
最
優
先
と
し
、
国
家
の
後
見
的
介
入
強
化
に
よ
っ
て
養
子
の
福
利
実
現
に
寄
与
）
87
（

し
、
韓
国
の
養
子
法

を
一
段
階
高
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
評
価
さ
）
88
（

れ
、「
子
の
た
め
」
の
養
子
を
実
現
す
る
改
正
で
あ
っ
た
。
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六　

考
察

―
改
正
後
の
入
養
と
家
族
観
、
日
本
法
へ
の
示
唆

㈠　

二
〇
一
一
年
特
例
法
施
行
後
の
入
養

　

二
〇
一
三
年
八
月
、
二
〇
一
一
年
特
例
法
施
行
か
ら
一
年
が
経
過
し
た
。
施
行
後
ま
だ
間
も
な
く
、
法
院
に
よ
る
公
式
統
計
等
も
公
表

さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
改
正
後
の
詳
細
な
検
討
は
現
段
階
で
は
困
難
で
あ
る
が
、
ハ
ン
ギ
ョ
レ
（
한
겨
례
）
新
聞
に
大
法
院
資
料
と
し
て

引
用
さ
れ
た
改
正
特
例
法
施
行
後
（
二
〇
一
二
年
八
月
五
日
か
ら
二
〇
一
三
年
六
月
三
〇
日
）
の
「
国
内
外
入
養
許
可
審
判
請
求
件
）
89
（
数
」
を
基

に
検
討
す
る
。
こ
の
統
計
に
よ
る
施
行
後
約
一
〇
ヶ
月
間
の
請
求
件
数
の
合
計
は
国
内
入
養
が
四
四
二
件
、
国
外
入
養
が
九
二
件
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
請
求
件
数
で
あ
る
た
め
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
二
〇
一
一
年
の
国
内
及
び
国
外
入
養
児
童
数
が
月
平
均
そ
れ
ぞ
れ
一

二
九
名
、
七
六
名
で
あ
っ
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
施
行
後
大
幅
な
減
少
が
見
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
特
例
法
に
よ
る
国
内
外
入
養
児
童
数
に

つ
い
て
も
二
〇
一
二
年
は
一
八
八
〇
名
と
な
り
前
年
の
二
四
六
四
名
を
下
回
っ
た
（
表
二
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
減
少
に
は
特
例
法
の
改

正
が
影
響
し
て
い
る
と
さ
れ
、
法
院
許
可
制
の
採
用
に
よ
り
審
査
書
類
の
準
備
等
手
続
が
複
雑
化
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
い
）
90
（
う
。

し
か
し
、
法
院
に
よ
る
後
見
が
強
ま
れ
ば
入
養
自
体
が
減
少
す
る
こ
と
は
予
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
今
後
の
詳
細
な
統
計
等
の
公
表
を

待
つ
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
法
院
の
入
養
許
可
審
判
に
つ
い
て
は
、
国
内
入
養
に
関
し
て
は
二
〇
一
二
年
一
〇
月
に
、
ま
た
国
外
入
養
に

つ
い
て
は
二
〇
一
三
年
四
月
に
両
審
判
と
も
ソ
ウ
ル
家
庭
法
院
に
て
改
正
特
例
法
施
行
後
初
と
な
る
許
可
決
定
が
な
さ
れ
）
91
（
た
。
両
審
判
共

に
如
何
な
る
基
準
で
許
可
決
定
が
な
さ
れ
た
か
は
明
確
で
は
な
い
）
92
（

が
、
許
可
決
定
の
要
素
に
つ
い
て
も
今
後
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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㈡　

養
子
制
度
と
家
族
観

　

入
養
特
例
法
は
二
〇
一
一
年
の
改
正
に
よ
り
、「
子
の
た
め
」
の
養
子
制
度
へ
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
た
が
、
こ
の
改
正
が
韓
国
家
族

観
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
韓
国
の
家
族
制
度
で
は
同
一
の
姓
・
本
に
対
す
る
意
識
が
高
く
、
血
縁
の
つ
な
が
り
を
重
視
す

る
血
統
主
義
に
よ
り
か
え
っ
て
虚
偽
の
出
生
申
告
が
横
行
し
、
ま
た
国
外
入
養
が
多
い
状
況
が
長
く
続
く
な
ど
、
国
内
で
入
養
の
文
化
が

定
着
し
な
か
っ
た
こ
と
は
本
稿
で
も
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
法
に
親
養
子
制
度
が
新
設
さ
れ
、
特
例
法
上
の
養
子
も
親
養

子
と
同
等
の
地
位
を
得
て
、
養
子
は
養
親
の
姓
と
本
に
従
う
こ
と
に
な
る
な
ど
、
養
子
法
上
の
血
統
主
義
及
び
姓
不
変
の
原
則
は
緩
和
さ

れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
入
養
が
活
性
化
し
た
こ
と
を
統
計
か
ら
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
女
性

家
族
部
が
二
〇
一
〇
年
に
行
っ
た
家
族
実
態
調
査
（
全
国
二
五
〇
〇
世
帯
、
四
七
五
四
名
対
象
の
面
接
調
査
）
に
よ
れ
ば
、
入
養
の
意
識
に
関

す
る
設
問
に
対
し
て
全
体
の
三
・
六
％
の
み
が
入
養
の
意
向
が
あ
る
と
回
答
し
、
入
養
を
拒
否
す
る
理
由
で
は
「
自
分
と
血
の
つ
な
が
り

が
な
い
」
と
い
う
回
答
が
三
〇
・
四
％
と
最
も
多
か
っ
た
と
い
）
93
（

う
。
さ
ら
に
韓
国
の
統
計
庁
が
行
っ
た
全
国
規
模
の
二
〇
一
二
年
社
会
調

査
（
一
九
歳
以
上
対
）
94
（
象
）
で
は
、
入
養
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
「
入
養
を
し
た
い
と
い
う
考
え
は
な
い
」
が
三
二
・
五
％
と
最
も
多
い

割
合
と
な
り
、
そ
の
拒
否
理
由
は
「
入
養
の
必
要
性
を
感
じ
な
い
」
が
五
六
・
八
％
を
占
め
た
。
前
回
の
二
〇
一
〇
年
調
査
（
一
五
歳
以

上
対
象
）
で
は
入
養
の
考
え
は
な
い
と
い
う
回
答
が
三
五
・
二
％
で
あ
っ
た
こ
と
に
比
べ
若
干
減
少
し
た
も
の
の
、
入
養
の
実
態
及
び
意

識
調
査
の
結
果
か
ら
依
然
と
し
て
血
統
意
識
は
色
濃
く
残
っ
て
お
り
、
血
縁
意
識
は
養
子
文
化
の
社
会
的
定
着
を
阻
ん
で
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
法
制
度
上
は
血
統
主
義
が
緩
和
さ
れ
た
が
、
人
々
が
持
つ
血
縁
意
識
は
未
だ
強
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
一
二
年
の
統
計

庁
調
査
結
果
を
年
齢
別
に
見
る
と
、
一
九
歳
か
ら
二
九
歳
の
最
若
年
層
で
は
「
入
養
の
考
え
は
な
い
」
と
い
う
回
答
が
二
一
・
八
％
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、「
出
産
が
難
し
い
場
合
は
積
極
的
に
考
え
る
」
と
の
回
答
が
三
五
・
六
％
と
最
も
高
く
、
全
世
代
の
中
で
唯
一
積
極

的
回
答
が
消
極
的
回
答
を
上
回
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
最
若
年
層
に
見
ら
れ
た
回
答
結
果
か
ら
、
養
子
に
対
す
る
意
識
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
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と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
意
識
の
変
化
に
は
時
代
や
社
会
的
状
況
、
そ
し
て
法
制
度
の
変
化
が
与
え
る
影
響
も
関
係
す
る
と
思
わ
れ
、

今
後
養
子
や
血
統
主
義
へ
の
意
識
は
徐
々
に
変
わ
っ
て
い
く
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

㈢　

日
本
の
養
子
法
へ
の
示
唆

―
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん

　

こ
こ
で
我
が
国
の
今
後
の
養
子
法
改
正
課
題
に
つ
い
て
韓
国
法
と
の
比
較
を
通
じ
て
若
干
言
及
す
る
。
我
が
国
で
の
法
改
正
の
ひ
と
つ

の
論
点
と
し
て
、
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
及
び
縁
組
支
援
が
挙
げ
ら
れ
、
養
子
制
度
が
未
成
年
者
の
保
護
の
た
め
に
十
分
に
機
能
す
る
た
め
、

養
子
と
な
る
者
と
養
親
と
な
る
者
を
結
び
付
け
、
関
係
形
成
を
支
援
す
る
役
割
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
）
95
（
る
。
我
が
国
で
は
、
養
子
縁
組

あ
っ
せ
ん
事
業
を
行
う
団
体
は
都
道
府
県
へ
の
届
出
が
必
要
で
あ
り
（
社
会
福
祉
法
二
条
三
項
二
号
）、
営
利
目
的
の
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん

は
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
児
童
福
祉
法
三
四
条
一
項
八
号
）
が
、
活
動
に
つ
い
て
は
各
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
行
っ
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
機
関
の
実
情
や
「
子
の
た
め
」
の
養
子
制
度
の
構
築
と
い
う
点
か
ら
、
法
的
規
制
は
急
務

で
あ
る
。
事
実
、
最
近
で
は
特
別
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
事
業
を
行
う
民
間
団
体
が
養
父
母
か
ら
寄
付
等
の
名
目
で
高
額
の
現
金
を
受
け

取
っ
て
い
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
る
な
）
96
（
ど
、
あ
っ
せ
ん
事
業
の
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
韓
国
で
は
前
述
の
通
り
、
入

養
機
関
に
関
す
る
規
定
が
入
養
特
例
法
に
置
か
れ
、
入
養
前
後
の
支
援
に
入
養
機
関
が
関
わ
る
体
制
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
今
後
詳
細
な

検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
入
養
機
関
に
よ
る
支
援
は
円
満
な
養
親
子
関
係
形
成
に
多
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

我
が
国
で
も
ま
た
、
本
来
の
養
子
制
度
の
目
的
で
あ
る
「
子
の
保
護
」
を
強
化
す
る
た
め
、
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
機
関
に
対
す
る
法
的

規
制
や
支
援
体
制
の
構
築
が
必
要
と
な
る
。
近
年
、
我
が
国
で
は
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
法
制
定
へ
の
動
き
が
見
ら
れ
、
規
制
法
案
の
私
案

が
発
表
さ
れ
る
な
）
97
（
ど
、
議
論
が
活
発
化
し
て
い
る
。
今
後
注
視
す
べ
き
論
点
で
あ
る
。
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七　

お
わ
り
に

　

韓
国
政
府
は
、
二
〇
一
三
年
五
月
に
児
童
の
安
全
及
び
権
利
保
護
の
た
め
国
際
養
子
の
手
続
等
を
定
め
た
「
ハ
ー
グ
国
際
養
子
縁
組
条

約
」（
一
九
九
三
年
五
月
二
九
日
採
択
、
一
九
九
五
年
五
月
一
日
発
効
）
に
署
名
・
加
盟
し
た
。
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
児
童
を
国
外
入
養
し
て
き

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
条
約
に
加
盟
し
て
お
ら
ず
、
韓
国
は
国
際
社
会
で
批
判
を
受
け
て
い
た
が
、
加
盟
準
備
の
一
環
と
し
て
の
国
内
法

整
備
の
中
で
入
養
特
例
法
も
前
述
の
二
〇
一
一
年
全
部
改
正
が
行
わ
れ
）
98
（

た
。
し
か
し
、
こ
の
施
行
後
間
も
な
い
特
例
法
に
つ
い
て
は
、
法

院
許
可
制
の
導
入
に
よ
り
入
養
許
可
を
得
る
た
め
に
は
出
生
申
告
が
必
要
と
な
り
、
未
婚
の
母
は
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
未

婚
の
母
へ
の
否
定
的
認
識
が
広
が
る
社
会
の
中
で
親
子
関
係
を
公
式
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
未
婚
の
母
（
児
童
が
入
養
さ
れ
れ
ば

家
族
関
係
登
録
簿
の
記
録
は
削
除
さ
れ
る
が
、
入
養
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
記
録
は
残
る
。）
が
乳
児
を
遺
棄
、
不
法
入
養
、
堕
胎
等
を
す
る
可
能
性

が
高
く
な
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
再
改
正
が
提
案
さ
れ
て
お
）
99
（

り
、
今
後
の
改
正
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
特
例
法
に
よ
る
養
子
に
親

養
子
と
同
等
の
地
位
を
与
え
る
な
ど
し
た
が
、
国
内
入
養
に
関
し
て
民
法
と
特
例
法
を
分
け
て
制
定
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
や
両
法
の
入
養

に
関
す
る
解
釈
と
関
連
し
て
内
容
が
互
い
に
衝
突
又
は
体
系
的
な
調
和
が
と
れ
な
い
部
分
が
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
）
100
（

り
、
民
法
と
特
例
法
と

の
関
係
性
を
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

　

養
子
制
度
は
ど
の
社
会
に
お
い
て
も
「
子
の
た
め
」
の
制
度
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
よ
り
良
い
養
子
制
度
構
築
に
向
け
た

日
本
及
び
韓
国
の
養
子
法
改
正
に
つ
い
て
今
後
も
注
視
し
て
い
き
た
い
。

（
1
）  

犬
伏
由
子
＝
石
井
美
智
子
＝
常
岡
史
子
＝
松
尾
知
子
『
親
族
・
相
続
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
四
五
・
一
五
五
頁
（
石
井
美
智
子
執

筆
部
分
）。
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（
2
）  

床
谷
文
雄
「
養
子
制
度
の
比
較
法
的
研
究
の
課
題
」
民
商
法
雑
誌
一
三
八
巻
四
・
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
四
〇
八
頁
。

（
3
）  

二
宮
周
平
『
家
族
法
』
第
三
版
（
新
世
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
八
五
・
一
八
六
頁
、
床
谷
文
雄
・
前
掲
注
（
2
）
四
二
四
頁
。
最
近
五
年
間
の

養
子
縁
組
届
出
件
数
（
普
通
養
子
及
び
特
別
養
子
を
含
む
）
は
二
〇
〇
七
年
九
〇
一
四
五
件
、
二
〇
〇
八
年
八
九
一
一
六
件
、
二
〇
〇
九
年
八
五

〇
九
四
件
、
二
〇
一
〇
年
八
三
二
二
八
件
、
二
〇
一
一
年
八
一
五
五
六
件
（
政
府
統
計
の
総
合
窓
口
（e-stat

）（http://w
w
w
.e-stat.go.jp/

SG
1/estat/eStatTopPortal.do

）
二
〇
一
一
年
度
戸
籍
統
計
よ
り
表
番
号
一
一
―
四
一
―
二
「
種
類
別　

届
出
事
件
数
（
平
成
十
四
年
度
〜
平

成
二
十
三
年
度
）」
に
基
づ
く
。
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
三
年
七
月
八
日
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
が
必
要
な
養
子
縁
組
（
民

七
九
四
条
及
び
七
九
八
条
）
の
認
容
件
数
は
、
各
年
の
順
に
一
〇
四
五
件
、
九
七
三
件
、
九
六
四
件
、
九
二
六
件
、
七
九
〇
件
で
あ
っ
た
（
各
年

度
司
法
統
計
年
報
（http://w

w
w
.courts.go.jp/search/jtsp0010

）
に
基
づ
く
。
最
終
閲
覧
日
は
上
に
同
じ
）。
特
別
養
子
縁
組
の
認
容
件
数

は
、
各
年
の
順
に
二
八
九
件
、
三
〇
九
件
、
三
二
七
件
、
三
二
六
件
、
三
七
四
件
で
あ
り
（
上
記
司
法
統
計
年
報
に
よ
る
）、
同
年
度
の
養
子
縁

組
届
出
件
数
の
約
〇
・
三
〜
〇
・
四
％
に
す
ぎ
ず
、
特
別
養
子
縁
組
利
用
は
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
（
金
子
敬
明
「
養
子
制
度
の
利
用
実
態
」
千

葉
大
学
法
学
論
集
二
五
巻
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
五
七
・
一
五
八
頁
参
照
）。

（
4
）  

金
亮
完
「
韓
国
の
親
養
子
制
度
導
入
の
意
義
」
民
商
法
雑
誌
一
三
八
巻
四
・
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
五
七
〇
頁
、
申
榮
鎬
「
韓
国
養
子
法
の
現

在
と
未
来
（
上
）」
戸
籍
時
報
六
二
七
号
（
二
〇
〇
八
年
）
六
二
頁
等
参
照
。

（
5
）  

二
〇
一
一
年
に
全
部
改
正
さ
れ
た
入
養
特
例
法
の
全
文
翻
訳
と
し
て
、
犬
伏
由
子
監
修
＝
田
中
佑
季
訳
「
韓
国
『
入
養
特
例
法
』（
法
律
第
一

一
〇
〇
七
号
、
二
〇
一
一
年
八
月
四
日
全
部
改
正
、
二
〇
一
二
年
八
月
五
日
施
行
）（
翻
訳
）」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
八
六
巻
五
号
（
二
〇
一

三
年
）
一
三
二
頁
以
下
が
あ
る
。

（
6
）  

親
養
子
制
度
導
入
の
背
景
に
は
「
要
保
護
児
童
の
増
加
」「
秘
密
入
養
の
慣
行
」「
再
婚
家
庭
の
安
定
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
金
亮
完
・
前
掲

注
（
4
）
五
七
五
頁
以
下
参
照
）。

（
7
）  

二
〇
一
三
年
七
月
一
日
施
行
の
韓
国
改
正
民
法
の
概
要
及
び
改
正
条
文
に
つ
い
て
は
、
金
亮
完
「
養
子
法
及
び
婚
姻
法
に
係
る
韓
国
家
族
法
の

改
正
」
戸
籍
時
報
六
八
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
三
頁
以
下
参
照
。

（
8
）  

保
護
者
が
い
な
い
か
若
し
く
は
保
護
者
か
ら
分
離
さ
れ
た
児
童
又
は
保
護
者
が
児
童
を
虐
待
す
る
場
合
等
、
そ
の
保
護
者
が
児
童
を
養
育
す
る

の
に
適
当
で
は
な
い
か
若
し
く
は
養
育
す
る
能
力
が
な
い
場
合
の
児
童
を
い
う
（
韓
国
・
児
童
福
祉
法
三
条
四
項
）。

（
9
）  

韓
国
『2011

사
법
연
감
』（
法
院
行
政
処
、
二
〇
一
一
年
）
に
よ
る
。

（
10
）  

後
掲
﹇
表
三
﹈
参
照
。
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（
11
）  

親
養
子
制
度
の
立
法
過
程
か
ら
、
導
入
当
初
は
「
子
の
た
め
」
と
い
う
よ
り
「
再
婚
家
庭
の
た
め
」
の
制
度
で
は
な
い
か
と
も
指
摘
さ
れ
た

（
金
亮
完
・
前
掲
注
（
4
）
五
七
八
頁
以
下
）。

（
12
）  

入
養
機
関
に
は
国
内
入
養
の
み
を
手
掛
け
る
機
関
と
国
内
外
入
養
を
手
掛
け
る
機
関
が
存
在
し
、
保
健
福
祉
部
（http://w

w
w
.m
w
.go.kr/

front_new
/index.jsp

最
終
閲
覧
日
二
〇
一
三
年
八
月
九
日
）
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
三
年
現
在
前
者
は
一
八
機
関
、
後
者
は
四
機
関
あ
る
。
国

内
・
国
外
入
養
の
斡
旋
を
行
う
後
者
の
四
機
関
（
ホ
ル
ト
児
童
福
祉
会
（
一
九
五
五
年
設
立
）・
東
方
社
会
福
祉
会
（
一
九
七
二
年
設
立
）・
大
韓

社
会
福
祉
会
（
一
九
五
四
年
設
立
）・
韓
国
社
会
奉
仕
会
（
一
九
六
四
年
設
立
））
は
韓
国
の
代
表
的
入
養
機
関
で
あ
る
。
ホ
ル
ト
児
童
福
祉
会
に

つ
い
て
は
平
田
美
智
子
「
韓
国
の
養
子
斡
旋
事
業
の
制
度
と
実
態
」（
湯
沢
雍
彦
編
著
『
要
保
護
児
童
養
子
斡
旋
の
国
際
比
較
』（
日
本
加
除
出
版
、

二
〇
〇
七
年
）
二
六
一
頁
以
下
）
で
訪
問
調
査
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）  

ソ
ウ
ル
家
庭
法
院
の
金
允
貞
判
事
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
14
）  

金
疇
洙
「
入
養
特
例
法
改
正
案
을 

보
고 

느
끼
는 

몇 

가
지
」
司
法
行
政
四
〇
三
号
（
一
九
九
四
年
）
二
頁
。

（
15
）  

我
が
国
の
養
子
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
床
谷
文
雄
「
養
子
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
八
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
一
頁
以
下
、
金
子
敬
明
「
養
子

制
度
」
大
村
敦
志
＝
河
上
正
二
＝
窪
田
充
見
＝
水
野
紀
子
『
比
較
家
族
法
研
究　

離
婚
・
親
子
・
親
権
を
中
心
に
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
二

年
）
一
七
九
頁
以
下
参
照
。

（
16
）  

高
翔
龍
『
韓
国
社
会
と
法
』（
信
山
社
、
二
〇
一
二
年
）
三
頁
参
照
。

（
17
）  

同
姓
同
本
で
も
祖
先
が
異
な
る
た
め
同
一
父
系
血
族
（
同
族
）
で
は
な
い
場
合
や
異
姓
同
本
で
も
同
族
で
あ
る
場
合
等
が
あ
る
。
詳
し
く
は
高

翔
龍
『
韓
国
法
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
一
一
頁
参
照
。

（
18
）  

高
翔
龍
・
前
掲
注
（
17
）
二
一
〇
頁
以
下
参
照
。

（
19
）  

김
연
「
韓
國
의　

姓
氏
制
度
의　

變
遷
」
家
族
法
研
究
二
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
二
二
頁
。

（
20
）  

同
姓
同
本
禁
婚
制
度
に
関
し
て
は
、
田
中
佑
季
「
韓
国
に
お
け
る
同
姓
同
本
禁
婚
制
度
の
廃
止
と
家
族
法
改
革
」
屋
敷
二
郎
編
『
法
文
化
（
歴

史
・
比
較
・
情
報
）
叢
書
⑩
夫
婦
』（
国
際
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
二
四
九
頁
以
下
等
参
照
。

（
21
）  

子
は
父
の
姓
と
本
に
よ
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
た
従
前
の
七
八
一
条
一
項
が
二
〇
〇
五
年
民
法
改
正
に
よ
っ
て
、
子
は
父
の
姓
と
本
に
よ
る

が
、
父
母
の
婚
姻
申
告
時
に
母
の
姓
と
本
に
よ
る
と
協
議
し
た
場
合
に
は
母
の
姓
と
本
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
改
正
さ
れ
た
。

（
22
）  

金
相
瑢
「
韓
国
養
子
法
に
関
す
る
一
考
察
」
戸
籍
時
報
五
六
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
三
頁
。

（
23
）  

高
翔
龍
・
前
掲
注
（
16
）
一
一
五
頁
。
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（
24
）  

김
주
수
＝
김
상
용
『
친
족
・
상
속
법
』
第
一
〇
版
（
法
文
社
、
二
〇
一
一
年
）
三
二
一
頁
。

（
25
）  

金
相
瑢
・
前
掲
注
（
22
）
四
頁
。

（
26
）  

김
주
수
＝
김
상
용
・
前
掲
注
（
24
）
三
二
一
頁
以
下
、
金
亮
完
・
前
掲
注
（
4
）
五
七
一
頁
。

（
27
）  
金
相
瑢
・
前
掲
注
（
22
）
五
頁
。

（
28
）  
박
병
호
『
한
국
의 

법
』
第
二
版
（
세
종
대
왕
기
념
사
업
회
、
一
九
九
九
年
）
一
四
〇
頁
以
下
及
び
高
翔
龍
・
前
掲
注
（
16
）
一
一
六
頁
以
下

参
照
。
朝
鮮
時
代
の
養
子
は
、
異
姓
養
子
も
可
能
で
あ
っ
た
が
（
家
系
継
承
の
資
格
は
な
い
。）
同
宗
（
同
姓
同
本
）
の
養
子
が
根
幹
と
な
っ
て

い
た
。

（
29
）  

李
丙
洙
「
우
리 
나
라
의 

異
姓
不
養
考
」
법
사
학
연
구
六
巻
（
一
九
八
一
年
）
一
三
五
頁
以
下
及
び
金
亮
完
・
前
掲
注
（
4
）
五
七
一
頁
等
参

照
。
異
姓
不
養
の
思
想
は
一
部
の
両
班
（
支
配
階
級
）
層
に
の
み
広
ま
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
김
주
수
＝
김
상
용
・
前
掲
注
（
24
）
三

二
二
頁
）。

（
30
）  

異
姓
不
養
が
韓
国
に
お
い
て
強
制
さ
れ
た
の
は
、
日
本
統
治
時
代
の
末
期
五
年
間
を
除
く
約
三
〇
年
間
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
（
李
丙
洙
・

前
掲
注
（
29
）
一
四
〇
頁
）。

（
31
）  

「
朝
鮮
總
督
府
官
報
」
第
三
八
四
三
号
（
昭
和
一
四
年
一
一
月
一
〇
日
）
参
照
。

（
32
）  

김
주
수
＝
김
상
용
・
前
掲
注
（
24
）
三
二
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
朝
鮮
民
事
令
に
定
め
ら
れ
た
慣
習
法
適
用
規
定
（
一
〇
条
・
一
一
条
・
一

二
条
）
改
正
等
を
含
む
詳
細
は
鄭
鍾
休
『
韓
国
民
法
典
の
比
較
法
的
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
八
九
年
）
一
〇
三
頁
以
下
等
参
照
。

（
33
）  

崔
龍
基
「
韓
国
民
法
典
と
同
族
共
同
体
」
法
律
時
報
四
五
巻
一
号
（
一
九
七
三
年
）
一
〇
三
頁
。
制
定
当
初
の
特
徴
的
制
度
に
は
父
系
優
先
主

義
、
戸
主
制
度
、
同
姓
同
本
禁
婚
制
度
及
び
異
姓
不
養
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
青
木
清
「
韓
国
法
に
お
け
る
伝
統
的
家
族
制
度
に
つ
い
て
」
名
古
屋

大
学
法
政
論
集
八
七
巻
（
一
九
八
一
年
）
二
七
八
頁
以
下
参
照
）。

（
34
）  

金
相
瑢
・
前
掲
注
（
22
）
五
頁
。

（
35
）  

金
相
瑢
・
前
掲
注
（
22
）
六
頁
。

（
36
）  

金
相
瑢
・
前
掲
注
（
22
）
七
頁
。

（
37
）  

前
掲
注
（
21
）
参
照
。

（
38
）  

親
養
子
制
度
導
入
の
過
程
等
に
つ
い
て
は
、
金
亮
完
・
前
掲
注
（
4
）
五
六
九
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
39
）  

김
유
경
＝
임
성
은
『
해
외
입
양 

줄
이
기 

종
합
대
책 

연
구
』
保
健
福
祉
部
・
中
央
入
養
情
報
院
・
韓
国
保
健
社
会
研
究
院
政
策
報
告
書
（
二
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〇
一
一
年
）
七
一
頁
を
主
に
参
考
と
す
る
。

（
40
）  

洪
賢
秀
「
韓
国
社
会
に
お
け
る
海
外
養
子
の
イ
メ
ー
ジ　

Ｕ
タ
ー
ン
し
て
き
た
海
外
養
子
の
素
描
」
朝
倉
敏
夫
＝
岡
田
浩
樹
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル

化
と
韓
国
社
会

―
そ
の
内
と
外
』
国
立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告
六
九
（
二
〇
〇
七
年
）
六
六
頁
以
下
。

（
41
）  
入
養
機
関
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
12
）
参
照
。
ホ
ル
ト
児
童
福
祉
会
に
よ
る
入
養
開
始
に
つ
い
て
は
同
児
童
福
祉
会
（http://w

w
w
.holt.

or.kr/holt/m
ain/m

ain.jsp

）
を
参
照
。

（
42
）  
一
九
六
六
年
二
月
二
三
日
及
び
一
九
七
五
年
一
二
月
三
一
日
に
一
部
改
正
が
な
さ
れ
た
。

（
43
）  

國
會
事
務
處
「
第
二
十
九
回
國
會
臨
時
會
議
速
記
錄
第
十
一
號
（
附
錄
）」（
一
九
五
八
年
六
月
二
六
日
）
七
七
頁
。

（
44
）  

안
재
진
「
국
내
법
에 

나
타
난 

입
양
제
도
의 

변
천
과
정 

분
석
：
아
동
권
리
의 

관
점
에
서
」 

한
국
가
족
복
지
학
一
六
巻
四
号
（
二
〇
一
一

年
）
八
二
頁
。

（
45
）  

김
상
용
「『
입
양
촉
진 
및 

절
차
에 

관
한 

특
례
법
』
의 

개
선
방
법

―
국
내
입
양
을 

중
심
으
로

―
」
家
族
法
研
究
二
三
巻
二
号
（
二
〇

〇
九
年
）
二
一
七
頁
。

（
46
）  

金
辰
「
孤
児
入
養
特
例
法
」
서
울
대
학
교
法
學
四
巻
一
・
二
号
（
一
九
六
二
年
）
一
二
五
頁
以
下
。

（
47
）  

김
상
용
・
前
掲
注
（
45
）
二
一
八
頁
、
金
辰
・
前
掲
注
（
46
）
一
三
二
頁
以
下
参
照
。

（
48
）  

保
健
福
祉
部
統
計
資
料
「
국
가
별 
입
양 
현
황
（1958

〜2011

）」
参
照
。（
中
央
入
養
院https://w

w
w
.kadoption.or.kr/

よ
り
。
最
終
閲

覧
日
二
〇
一
三
年
七
月
二
一
日
）。

（
49
）  

一
九
九
〇
年
一
二
月
三
一
日
他
法
改
正
（
他
法
の
改
正
に
伴
う
一
部
改
正
）（
翌
年
一
月
一
日
施
行
）。

（
50
）  

大
韓
民
國
國
會
事
務
處
「
第
九
十
六
回
國
會　

保
健
社
会
委
員
會
會
議
錄
第
十
八
號
」（
一
九
七
六
年
一
二
月
三
日
）
四
頁
。

（
51
）  

金
疇
洙
「
入
養
特
例
法
解
説
」
司
法
行
政
一
八
巻
四
号
（
一
九
七
七
年
）
四
四
頁
。

（
52
）  

안
재
진
・
前
掲
注
（
44
）
八
三
頁
。

（
53
）  

金
疇
洙
・
前
掲
注
（
51
）
四
五
頁
。

（
54
）  

안
재
진
・
前
掲
注
（
44
）
八
三
頁
。

（
55
）  

김
상
용
・
前
掲
注
（
45
）
二
一
八
頁
。

（
56
）  

保
健
福
祉
部
統
計
資
料
・
前
掲
注
（
48
）。

（
57
）  

施
行
後
数
度
の
改
正
を
経
て
お
り
、
最
終
改
正
は
二
〇
一
〇
年
一
月
一
八
日
の
他
法
改
正
で
あ
っ
た
。
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（
58
）  

김
상
용
・
前
掲
注
（
45
）
二
一
八
頁
。

（
59
）  

大
韓
民
国
政
府
「
관
보
」
第
一
二
九
〇
八
号
（
一
九
九
五
年
一
月
五
日
）
二
二
三
頁
。

（
60
）  

안
재
진
・
前
掲
注
（
44
）
八
四
頁
。

（
61
）  
入
養
事
実
の
戸
籍
記
載
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
二
〇
〇
五
年
三
月
六
日
に
国
内
入
養
活
性
化
の
た
め
に
入
養
の
事
実
を
戸
籍
に
記
載
し
な
い
旨

の
方
案
を
確
定
し
、
施
行
に
移
す
と
報
道
さ
れ
た
（「
서
울
경
제
」
二
〇
〇
五
年
三
月
六
日
掲
載
記
事
（
국
내 

입
양 

활
성
화 

위
해 

호
적

에 
‘입
양

’ 

기
재 

안
해
）（
서
울
경
제http://econom

y.hankooki.com
/sed.htm

よ
り
。
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
三
年
八
月
一
二
日
）。

（
62
）  

入
養
の
促
進
及
び
手
続
に
関
す
る
特
例
法
改
正
方
案
に
つ
い
て
は
김
상
용
・
前
掲
注
（
45
）
参
照
。

（
63
）  

洪
賢
秀
・
前
掲
注
（
40
）
六
七
頁
以
下
参
照
。

（
64
）  

김
상
용
・
前
掲
注
（
45
）
二
一
八
頁
脚
注
（
3
）
参
照
。

（
65
）  

養
子
の
実
態
及
び
親
養
子
制
度
導
入
時
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
金
亮
完
・
前
掲
注
（
4
）
五
七
四
頁
以
下
、
申
榮
鎬
・
前
掲
注
（
4
）
六
四

頁
以
下
及
び
金
相
瑢
・
前
掲
注
（
22
）
六
頁
以
下
等
を
参
照
。

（
66
）  

一
九
九
六
年
ま
で
は
毎
年
四
千
か
ら
五
千
余
名
の
要
保
護
児
童
が
報
告
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
九
七
年
に
急
増
し
、
一
九
九
八
年
に
は
一
万
八

〇
〇
名
と
一
万
名
を
越
え
た
。
そ
の
後
は
毎
年
九
千
名
前
後
の
要
保
護
児
童
が
発
生
し
て
い
た
が
、
徐
々
に
減
少
傾
向
に
あ
る
。
一
九
九
七
年
の

急
増
は
同
年
に
韓
国
で
起
き
た
金
融
危
機
が
要
因
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
金
相
瑢
・
前
掲
注
（
22
）
六
頁
及
び
保
健
福
祉
部
「2012

년 

요
보
호
아

동 

발
생 

및 

조
치
현
황
（
연
도
별
）」（
保
健
福
祉
部
・
前
掲
注
（
12
）
よ
り
））。

（
67
）  

保
健
福
祉
部
に
よ
れ
ば
、
虐
待
被
害
児
童
の
保
護
件
数
は
二
〇
〇
三
年
に
二
九
二
一
件
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
二
〇
一
二
年
に
は
六
四
〇
三
件

と
な
り
、
過
去
一
〇
年
間
で
二
倍
以
上
の
数
値
と
な
っ
た
（
保
健
福
祉
部
＝
児
童
保
護
専
門
機
関
『2012

년 

전
국
아
동
학
대
현
황
보
고
서
』

（
二
〇
一
三
年
）
参
照
）。

（
68
）  

保
健
福
祉
部
令
の
定
め
る
基
準
と
は
、
委
託
さ
れ
た
要
保
護
児
童
の
養
育
に
適
合
す
る
水
準
の
所
得
が
あ
る
こ
と
、
委
託
児
童
の
宗
教
の
自
由

を
認
め
、
健
全
な
社
会
構
成
員
と
し
て
成
長
で
き
る
よ
う
に
養
育
及
び
教
育
で
き
る
こ
と
、
家
庭
委
託
保
護
を
行
お
う
と
す
る
者
は
二
五
歳
以
上

（
夫
婦
の
場
合
は
双
方
）
で
委
託
児
童
と
の
年
齢
差
が
六
〇
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
（
但
し
市
・
道
知
事
等
が
認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
）、

子
が
い
な
い
か
、
子
（
一
八
歳
以
上
の
子
は
除
く
）
の
人
数
が
委
託
児
童
を
含
め
て
四
名
以
内
で
あ
る
こ
と
、
家
庭
に
性
犯
罪
、
家
庭
暴
力
、
児

童
虐
待
及
び
精
神
疾
患
等
の
前
歴
者
が
い
な
い
こ
と
、
そ
の
他
保
健
福
祉
部
長
官
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
基
準
を
い
う
（
児
童
福
祉
法
施
行
規

則
二
条
）。
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（
69
）  

이
은
정
「
가
정
위
탁
（Foster care

）
제
도
에 

대
한 

小
考
」
家
族
法
研
究
一
六
巻
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
一
〇
頁
。

（
70
）  

이
은
정
・
前
掲
注
（
69
）
二
一
二
頁
。

（
71
）  

김
유
경
＝
임
성
은
・
前
掲
注
（
39
）
四
〇
頁
。
施
設
保
護
が
家
庭
保
護
を
上
回
る
状
態
は
二
〇
〇
八
年
以
降
も
維
持
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
一
二

年
の
統
計
に
よ
れ
ば
施
設
保
護
は
三
七
四
八
名
、
家
庭
保
護
は
三
一
七
八
名
で
あ
っ
た
（
保
健
福
祉
部
・
前
掲
注
（
66
）
参
照
）。

（
72
）  
김
상
용
「
가
정
위
탁
보
호 

지
원
법
안 

해
설
」
中
央
大
学
校
法
学
論
文
集
三
六
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
〇
五
頁
。

（
73
）  
김
유
경
＝
임
성
은
・
前
掲
注
（
39
）
一
五
頁
、
保
健
福
祉
部
内
部
資
料
「
국
내
입
양
아
수 

및 

입
양
비
율
」
の
指
標
解
析
（
統
計
庁e

나
라
지

표http://w
w
w
.index.go.kr/egam

s/index.jsp

よ
り
。
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
三
年
七
月
二
八
日
）
参
照
。

（
74
）  

家
庭
の
月
で
あ
る
「
五
月
」
に
「
一
家
庭
」
が
「
一
人
の
児
童
」
を
入
養
し
て
新
た
な
家
庭
を
と
い
う
趣
旨
の
下
、
五
月
一
一
日
が
入
養
の
日

と
な
っ
た
。
現
行
法
で
は
五
条
に
定
め
ら
れ
、
二
項
は
国
及
び
地
方
自
治
体
は
入
養
の
日
の
趣
旨
に
適
合
し
た
行
事
等
を
実
施
す
る
よ
う
努
力
す

べ
き
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
。
本
年
（
二
〇
一
三
年
）
で
八
回
目
の
入
養
の
日
を
迎
え
、
各
地
で
記
念
式
典
が
開
か
れ
た
。

（
75
）  

保
健
福
祉
部
「2012
년 
국
내
외
입
양 

현
황
」（
中
央
入
養
院
・
前
掲
注
（
48
）
よ
り
）。

（
76
）  

김
유
경
＝
임
성
은
・
前
掲
注
（
39
）
六
五
頁
。

（
77
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
金
相
瑢
・
前
掲
注
（
22
）
六
頁
、
김
유
경
＝
임
성
은
・
前
掲
注
（
39
）
六
四
頁
以
下
等
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
78
）  

以
下
に
示
す
事
項
は
、
김
유
경
＝
임
성
은
・
前
掲
注
（
39
）
六
七
頁
以
下
及
び
八
五
頁
以
下
で
指
摘
さ
れ
た
点
を
整
理
し
、
加
筆
し
た
も
の
で

あ
る
。

（
79
）  

韓
国
は
一
九
九
一
年
「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」
批
准
の
際
、
宣
告
型
入
養
制
度
を
基
礎
と
し
た
同
二
一
条
ａ
項
を
留
保
す
る
ほ
か
な
く
、

国
連
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
か
ら
二
度
に
わ
た
り
、
入
養
体
制
を
条
約
に
合
わ
せ
、
留
保
を
撤
回
す
る
よ
う
勧
告
さ
れ
た
（
현
소
혜
「
입
양
제
도

의 

개
선

―
개
정
『
민
법
』
및
『
입
양
특
례
법
』
의 
소
개
를 

중
심
으
로

―
」（
二
〇
一
二
年
五
月
一
四
日
韓
国
家
庭
法
律
相
談
所
で
開
催
さ

れ
た
二
〇
一
三
年
改
正
家
族
法
に
関
す
る
説
明
会
（
개
정
가
족
법 
미
리 

이
해
하
기

―
친
권
・
입
양
・
상
년
후
견 

중
심
으
로

―
）
配
布
冊

子
）
三
六
頁
）。

（
80
）  

国
内
入
養
機
関
の
事
後
管
理
実
施
率
は
九
二
・
四
％
と
高
い
数
値
で
あ
っ
た
が
、
方
法
は
電
話
や
家
庭
訪
問
等
の
単
純
・
形
式
的
な
も
の
で

あ
っ
た
（
김
유
경
＝
임
성
은
・
前
掲
注
（
39
）
六
七
頁
参
照
）。

（
81
）  

大
韓
民
国
政
府
「
관
보
」
第
一
七
五
六
五
号
（
二
〇
一
一
年
八
月
四
日
）
二
四
四
頁
。

（
82
）  

主
要
改
正
内
容
に
つ
い
て
は
、
犬
伏
由
子
監
修
＝
田
中
佑
季
訳
・
前
掲
注
（
5
）
参
照
。
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（
83
）  

本
法
附
則
二
条
に
よ
り
、
保
健
福
祉
家
族
部
（
当
時
。
現
保
健
福
祉
部
）
が
二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
に
開
院
し
た
「
中
央
入
養
情
報
院
」
が
同

二
六
条
「
中
央
入
養
院
」
と
し
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
84
）  

金
相
瑢
「
양
자
법
의 

문
제
점
과 

개
정
방
향

―
민
법
상
의 

쟁
점
을 

중
심
으
로

―
」
法
曹
六
三
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
85
）  
김
상
용
「
개
정
『
입
양
특
례
법
』
의 

특
징
」
법
률
신
문
第
四
〇
五
〇
号
（
二
〇
一
二
年
七
月
二
三
日
）。

（
86
）  
韓
国
で
は
従
前
の
戸
籍
法
が
廃
止
さ
れ
、
二
〇
〇
七
年
五
月
一
七
日
に
「
家
族
関
係
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
가
족
관
계
의 

등
록
등
에 

관

한 
법
률
）」
が
制
定
（
翌
年
一
月
一
日
施
行
）
さ
れ
た
。

（
87
）  

현
소
혜
・
前
掲
注
（
79
）
四
九
頁
。

（
88
）  

김
상
용
・
前
掲
注
（
85
）
参
照
。

（
89
）  

「
한
겨
레
」
二
〇
一
三
年
八
月
五
日
掲
載
記
事
（
높
아
진 

입
양 

문
턱
、
낮
춰
주
세
요
） （
한
겨
례http://w

w
w
.hani.co.kr/

よ
り
。
最
終
閲

覧
日
二
〇
一
三
年
八
月
九
日
）。

（
90
）  

「
세
계
일
보
」
二
〇
一
三
年
五
月
一
〇
日
掲
載
記
事
（
입
양
특
례
법
의 

그
날
…
국
내
외 

입
양 

23
％ 

줄
었
다
）（
세
계
일
보http://w

w
w
.se-

gye.com
/

よ
り
。
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
三
年
七
月
三
一
日
）。

（
91
）  

国
外
入
養
に
つ
い
て
は
「
법
률
신
문
」
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
五
日
（
서
울
가
정
법
원
、
첫
、
입
양
허
가
、
결
정
）、
国
外
入
養
に
つ
い
て
は

同
二
〇
一
三
年
四
月
二
三
日
（
사
상 
첫 
국
외
입
양 

허
가 

결
정
…
개
정 

입
양
특
례
법 

따
라
）
参
照
（
両
記
事
と
も
인
터
넷 

법
률
신
문

http://w
w
w
.law
tim
es.co.kr/

よ
り
。
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
三
年
八
月
六
日
）。

（
92
）  

ソ
ウ
ル
家
庭
法
院
の
金
允
貞
判
事
に
よ
れ
ば
、
非
訟
事
件
の
一
審
判
決
で
は
理
由
の
記
載
は
通
常
な
さ
れ
な
い
と
い
う
。

（
93
）  

高
翔
龍
・
前
掲
注
（
16
）
一
四
三
頁
以
下
及
び
女
性
家
族
部
「
二
〇
一
一
・
一
・
二
四
報
道
資
料
」（
女
性
家
族
部http://nsearch.m

ogef.
go.kr/RSA/front/Search.jsp

よ
り
。
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
三
年
七
月
三
一
日
）
参
照
。

（
94
）  

二
〇
一
二
年
及
び
二
〇
一
〇
年
社
会
調
査
共
に
、
統
計
庁
・
国
家
統
計
ポ
ー
タ
ル
（http://kosis.kr/index/index.jsp

最
終
閲
覧
日
二
〇
一

三
年
七
月
三
一
日
）
参
照
。

（
95
）  

床
谷
文
雄
・
前
掲
注
（
15
）
五
七
頁
。

（
96
）  

「
朝
日
新
聞
」
二
〇
一
三
年
七
月
一
一
日
、
一
面
参
照
。

（
97
）  

試
案
に
つ
い
て
は
奥
田
安
弘
＝
高
倉
正
樹
＝
遠
山
清
彦
＝
鈴
木
博
人
＝
野
田
聖
子
『
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
法　

立
法
試
案
の
解
説
と
資
料
』

（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。
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（
98
）  

한
겨
레
・
前
掲
注
（
89
）
参
照
。

（
99
）  

박
재
현
議
員
ほ
か
一
一
名
に
よ
り
二
〇
一
三
年
一
月
一
八
日
に
提
案
さ
れ
た
。
本
文
に
記
し
た
理
由
の
ほ
か
、
現
行
法
の
同
意
熟
慮
期
間
（
一

週
間
）
に
つ
い
て
特
に
未
婚
の
母
が
青
少
年
の
場
合
は
十
分
な
保
護
を
受
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
中
で
の
同
意
熟
慮
は
難
し
く
、
入
養

依
頼
を
拒
否
さ
れ
た
場
合
は
乳
児
を
遺
棄
す
る
事
例
も
発
生
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
障
害
を
持
つ
児
童
の
養
育
に
つ
い
て
は
社
会
的
認
識
不
足

と
国
内
入
養
の
困
難
に
よ
り
遺
棄
事
例
も
あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
青
少
年
の
未
婚
母
の
場
合
は
本
人
が
出
生
申
告
を
せ
ず
に
入
養
機
関
の
長
が
児
童

の
家
族
関
係
登
録
を
創
設
す
る
手
続
を
明
記
し
、
熟
慮
期
間
に
つ
い
て
も
例
外
を
認
め
る
こ
と
、
ま
た
障
害
を
持
つ
児
童
に
つ
い
て
は
国
内
入
養

と
共
に
国
外
入
養
も
同
時
に
推
進
す
る
こ
と
で
乳
児
遺
棄
を
予
防
し
、
児
童
保
護
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
議
案
情
報
シ
ス
テ
ム

http://likm
s.assem

bly.go.kr/bill/jsp/m
ain.jsp

に
掲
示
さ
れ
た
「
一
部
改
正
法
律
案
」
参
照
。
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
三
年
八
月
一
〇
日
）。
保

健
福
祉
委
員
会
で
受
付
は
さ
れ
た
も
の
の
、
二
〇
一
三
年
八
月
五
日
現
在
、
改
正
案
に
関
す
る
論
議
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
（
한
겨
레
・
前

掲
注
（
89
）
参
照
）。

（
100
）  

현
소
혜
「
개
정
『
민
법
』
상 
입
양
과 

『
입
양
특
례
법
』
상 

입
양

―
체
계
정
합
성
의 

관
점
에
서

―
」
家
族
法
研
究
二
七
巻
一
号
（
二
〇

一
三
年
）
八
五
頁
以
下
参
照
。
こ
の
中
で
현
소
혜
教
授
は
、
前
者
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
特
例
法
を
国
外
入
養
に
関
す
る
特
別
法
と
し
て
再
整
備

し
、
国
内
入
養
に
関
し
て
は
民
法
に
一
元
化
す
る
方
向
へ
法
改
正
を
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

 

（
二
〇
一
三
年
八
月
一
九
日
脱
稿
）
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田
中　

佑
季
（
た
な
か　

ゆ
き
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
助
教
・
研
究
員

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　

ソ
ウ
ル
大
学
校
大
学
院
法
学
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学

所
属
学
会　
　

日
本
家
族
〈
社
会
と
法
〉
学
会
・
法
文
化
学
会
・
ア
ジ
ア
法
学
会

専
攻
領
域　
　

民
法
（
家
族
法
）

主
要
著
作　
　

 「
韓
国
に
お
け
る
同
姓
同
本
禁
婚
制
度
の
廃
止
と
家
族
法
改
革
」
屋
敷
二
郎
編
『
法
文

化
（
歴
史
・
比
較
・
情
報
）
叢
書
⑩
夫
婦
』（
国
際
書
院
、
二
〇
一
二
年
）


